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このたび『市立函館博物館研究紀要』第20号を刊行する運びとな

りました。

本号は、はこだて外国人居留地研究会清水憲朔氏の「日米協約と長
崎・箱館の『交易会所開港』一三段階の開港を経る日本の開国｣、市

立函館博物館の古文書調査講座山口精次氏の「橋立出身忠谷・田端

家の函館に於ける商業活動｣、市立函館博物館大矢京右学芸員の資料

紹介「小島倉太郎関連資料」の3題を掲載いたしました。

2009年は、函館が国際貿易港としての開港150周年を迎え、各種

の記念イベントが開催されました。一方で、箱館開港に係わる学術的

な研究や発表なども数多く行われました。そのなかで、はこだて外国
人居留地研究会の清水憲朔氏は、開港に係わる数多くの外交文書を調

査され、「自由貿易開港」の前史となる「交易会所開港」の存在につ

いてまとめられました。新たな視点により、これまで伝えられてきた

箱館開港の出来事のなかで、あまり知られていない外国人居留地の姿

を解明するための手掛かりを提示されております。

次に、市立函館博物館の古文書調査講座に参加されている山口精次

氏は、古文書解読を進めるなかで出会った、忠谷家と田端家について

の追跡調査を行い、明治期の函館で両家が行った商業活動についてと

りまとめられました。文書や新聞資料などを丹念に読み解くなかで、

橋立出身の両家の人物像を通して明治期函館の商業活動の姿を描いた

論考となっております。

また、当館の大矢京右学芸員紹介の小島倉太郎関連資料は、明治初

期の函館でロシア語通詞を勤めた小島倉太郎の遺品で、平成20年度

に市立函館博物館に寄贈され、博物館資料となったものです。これら

の写真資料や開拓使の文書資料などは、明治期の北海道行政史の一端

を伺い知ることができる貴重な資料として有効な活用が期待されるも

のであります。

終わりに、これらの研究論文等が、今後、'I幅広く利用、活用される

ことを期待いたしますとともに、関係各位におかれましては、当館に
対しまして忌悼のないご意見．ご提言をいただくようお願い申し上げ

ます。

平成22年3月31日

市立函館博物館長

田原良信
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日米協約と長崎・箱館の「交易会所開港一
一三段階の開港を経る日本の開国一

清水憲朔

はじめに

函館市中央図書館に一枚の絵図（83×4

era)がある。絵図の右下に「安政五年午二

月箱館近在亀田村交易会所並亜国人屋鋪地

間数付」と記されているが、描かれている

ものが史実なのか判然としていなかった。

ところが当時の箱館奉行村垣典三郎（淡

路守・範忠改め範正）の「公務日記」の安

政5年(1858)正月5日条に、絵図と同じ

構図のスケッチが認められる。絵図は完成

図と思われ、一方「公務日記」は奉行が交

易会所の地所を決定した日のものであり、

両者は同じ計画を描いている。

箱館奉行の日記を遡ると、スケッチの計

画は安政4年(1857)閏5月5日に最終合

意をみた日米協約（下田条約）に端を発し

ている。協約の第二条は、安政5年6月に

箱館と下田にアメリカ人の貿易のための居

住と箱館の副領事の駐在を定める。

同年7月4日幕府は箱館奉行にアメリカ

人居留地設定の指令と、前後して交易会所

の設置を指示する。日本最初の外国人居留

地が箱館近郊の旧亀田川河口に設けられる”

安政4年幕府は、5月から9月にかけア

メリカ（日米協約)、オランダ（日蘭追加

条約)、ロシア（日露追加条約）3か国と

翌年6月に箱館を通商開港する条約を結ぶ。

続いて11月3日に、長崎・箱館のオラン

ダ・ロシアとの通商開港と、さらにアメし

力・イギリスとの開港予告のお触れを全国

に発する。幕府は鎖国政策を中止し、日本

を通商のため世界に開く歴史的な宣言をし

ている。

絵図に記されている間数で計画の規模力

伺える。河口西側の「亜国人屋鋪地（米人

居留地)」は百間四方で一万坪。また米人

居留地の対岸に海水の堀割に囲まれる築島

があり、中央に交易会所が描かれている。
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亜国人屋敷並会所之図（函館市中央図書館蔵）
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築島は二万一千平米（六千三百七十五坪）

あり、百五十間('270m)の長さの岸壁を

もつ。岸壁の中央に位置する波止場に入出

港船の改めの赤い門が二基建つ。門から沖

に係船の木杭が湾に向かい扇形に連なるの

が見える。交易会所は3km先に箱館湾に〃

島のように浮かぶ箱館山を望んでいる。

築島中央の「交易会所」は四千平米（千

二百坪）位と思われる広大なものである。

交易会所地を二つに分ける塀の両側に、通

商が予定されているアメリカ・オランダ・

ロシア3か国のためと思われる板蔵が描力

れる°交易会所の計画地は筈館（箱館）道

や福山（松前）道が交差する交通の要所に

計画されていた。

日記を読み進むと亀田一帯で「新箱館」

の建設が始まるのが伺える。河口から凡そ

半里内陸部で、7月から諸術調所教授の武
あやさぷろう

田斐三郎設計による新役所（五稜郭と植林

による外構）の土塁工事が着手される。瓦
もへじ

焼場が茂辺地から亀田に移転され、上山

(神山）で水車を使い火薬が製造、輸出の

ため牛や豚・鶏が大規模に養育される。

交易会所の工事は安政5年正月に6棟の

板蔵から取り掛かる。ところが同年2月2

日に江戸から内状が箱館奉行村垣に到来、

会所の工事は急きょ中止される。その日の

日記には「去月二日附内状、御用所（交易

会所）之儀、先見合候い才（委細）申来ル

とのみある。

当時の箱館奉行は3名体制であった。在
たけのうち

府（江戸勤務）の箱館奉行竹内下野守保徳
としひろ

と堀織部正利照の内状も同じ便で到来して

いる。「野州（竹内下野守）内状、出立延

引之次第申来ル」と、村垣と箱館在勤交替

のための江戸出立が延期される事情が述べ

られている。また同じく堀からは、「織部

内状、新条約内廻シ有之、且官吏（ハリス

病気並此節之比合申来ル､」とある。江戸

城内の蕃書調所で交渉中であった「新条約
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(日米修好通商条約)」の合意案が幕府有司

間で内覧されている。また交渉相手のアプ

リカ総領事T・ハリスの躍病の様子のほ力

江戸城内の近況が知らされている。

絵図と箱館奉行の日記は、日米修好通商

条約交渉の大詰めに至るまで、箱館で交易

会所の建設が進められていた事を教えてく

れる。同時に工事の突然の中断の通知によ

り、幕府の開港政策に大きな変更があった

ことが判る。

『日本開国史』などの著作はもとより、

『新北海道史』や『函館市史』でこの絵図

についての記述はない。

本稿は幕末の開国に関わる史料から安政

4年に結ばれた日米協約と日簡．日露追加

条約の関係を明らかにすることにより、日

本開国史から忘れ去られている「自由貿易

開港」前史である「交易会所開港」期の復

元を試みるものである。

まとめで「安政五か国条約」の開港場の

条項から、条約相手国も日本の開国が「和

親開港」「交易会所開港」「自由貿易開港」

と三段階を経ている事を認識し結ばれてし

ることを確認する。（引用文カッコ内註に

筆者の加筆、安政元～6年は、1851～185

年）

絵図についての史料．資料

筆写本「村垣淡路守公務日記｣、「大日

本古文書・幕末外国関係文書．附録之四．

五巻（村垣淡路守公務日記)」東京帝国大

学文学部史料編纂掛編。以下幕末外国関係

文書は「幕外」○の○○、公務日記は「日

記」と略す。

『函館百珍ト函館史実』岡田健蔵著．岡

田イネ発行p.162，『市立函館図書館蔵．函

館の古地図と絵図』吉村博道編．道映写真

発行、手書きの史料集「箱館開港期に於

ける築島と居留外国人平成元年」会田

金吾p.46、『北海道における初期洋風建築

の研究』越野武（北海道大学図書刊行会）



清水 朔：日米協約と長崎・箱館の「交易会所開港

p､31。

(1)和親開港と御用所貿易

安政元年の米・英・露3か国との和親条

約は、外国船の薪水や食糧の供給など人道

に配慮し結ばれたとされる。和親開港場の

下田・長崎・箱館では各国の要求に応え、

｢和親貿易」ともいうべき官による御用所

での貿易が始まる。和親条約を締結済の国々

は、日本に本格的な通商開港を働きかけて

くる。

1世界の中の日本開港と箱館

嘉永7年＝安政元年のアメリカ・イギ'＝

ス・ロシア3か国との和親条約は、通商・

領事駐在・裁判権などの取決めが、国毎に

大きく異なっている。

嘉永6年（1853）6月、ペリー艦隊が浦

賀沖に来航。中国への中継港と北太平洋を

漁場とするアメリカ捕鯨船の薪水食糧の補

給と貿易開港を日本に求める。

ロシアは使節プチャーチンの日本派遣を

決定。同7月プチヤーチンは4膿の軍艦を

率い長崎に来航、国書の受領を求める。ロ

シアは東アジアで軍事・外交の両面作戦を

展開しており、同年9月に宗谷海峡に面す

る樺太島（サハリン）南部アニワ湾のクシニ

ンコタンを占領、「ムラビヨフ哨所（砦)」

を築いている。

12月長崎に再来航したプチャーチンー行

は、長崎市中対岸にある稲佐郷山手の悟真

寺に長期間逗留。幕府は応接委員に筒井肥

前守・川路左衛門尉を派遣し、新春まで日

露国境策定と貿易開港を巡る交渉が続く。

日本の引き延ばし策もあり交渉は合意をみ

ることなく、プチャーチンー行は一旦長崎

から退去する。

嘉永7年1月ペリー艦隊が再来航。阿部

正弘政権はアメリカとの戦争を避け下田・

箱館の開港を決断する。ペリーは松前の開

港を要求するが、幕府は享和・文化年間に
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幕領地であった箱館を開港。日米和親条約

には正文が定められず、通商や領事駐在の

条文は日米で食い違いを見せる｡（1）

日米和親条約の締結に先立ち、幕府は海

防掛の堀利卿・村垣範正に命じ、蝦夷地に

大規模な調査団を派遣する。松前・本蝦夷

地（北海道）と、ロシアが占領するクシュ

ンコタンをはじめ、国境の定めのない異城

とされる北蝦夷地（樺太）と千島の実態調

査を図る°

幕府は堀・村垣の調査報告により福山

(松前）周辺を除く全蝦夷地を幕府の直轄

地とし、経営の拠点に箱館奉行を再配置。

堀は報告書で「箱館は（外国の）一発の大

砲で粉塵と化す」と憂慮を示し、箱館山麓

にあるお役所を亀田川又は有川沿いの内陸

部への移転を提議、同時に箱館湾の砲台の

整備を提案する。

安政元年春ヨーロッパでクリミア戦争力

勃発、イギリス・フランス連合軍がロシア

に参戦。日本近海でも戦闘が展開される。

イギリス軍はロシアの軍艦を追い求め、水

や食糧の補給と破船修理のため日本に開港

を要求。8月23日、日英協約が長崎で結ば

れ長崎と箱館が開港される｡(2)箱館の開港

は急がれ、日英協約の交渉に当たったイギ

リスの提督スターリングの艦船の長崎退船

から50日後とされる。日米和親条約の翌年

3月の箱館開港よりも早い開港日である。

安政元年1月2旧、日露和親（通好）条

約が下田において締結。第二条で千島列島

の国境をエトロフ島とウルップ島の間に置

き、樺太（サハリン）の国境は「界（国境）

を分たす、是迄仕来之通たるべし､」と従

来通りとされる。

ロシアに長崎・下田・箱館3港が開かれ

破船の修理・薪水・石炭の供給と、金銀貨

のほか代物での払いも定められる。下田・

箱館での物品購入が定められ、同附録第五

条で役所及び市中での直接の購入と、役所
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を介する「船中持ち渡り品（輸入品)」と

の決済が定められ、他の国の条約と大きな

違いをみせる。

下田または箱館の領事駐在と、他国に例

をみない日本・ロシアの双務的な領事裁判

権が定められる。米英条約に倣い最恵国条

項も定められる。また新たに他国と結ばれ

る通商の条約のロシアとの優先的締結も約

束される。

安政3年（1856）7月オランダ商館長力

日露和親条約を「緩優交易（自由貿易）の

発端」とし米・英もロシアに準じさせるよ

う幕府に提言する（｢幕外」十四の175)。

2三開港場と「御用所貿易」

幕府は江戸から遠く離れ「国の溜」とさ

れる長崎・箱館と、街道からはなれた江戸

湾入口の遠路にある下田を開港場に選ぶ。

三開港場では入港する外国船の要求に応じ

船内欠乏品の枠を超える一般商品の輸出力

始まる。

箱館箱館は米・英・蘭・露4か国に開港

ペリー艦隊は附録条約締結に先立ち4月1

日現地調査に箱館に入港。一行は大量の

｢土産品」を市中で購入。入港船のために

旧高龍寺や山田寿兵衛宅の仮御用所に「ノ

ザー」が開設される。

イギリス軍は安政元年夏、カムチャツカ

半島のロシア軍の港ペトロパブロフスク・

カムチャツキーに上陸、ロシアとの戦闘で

敗退。翌安政2年(1855)3月12日にイギ

リスの軍艦3腰が箱館に入港、この報告に

17日で江戸に到達。6月イギリス軍の仲介

で未条約国のフランス軍が箱館に上陸、旧
じつ詮うじ

実行寺で長期療養。フランス兵は条約国の

ロシア人捕虜兵を使い、箱館市中で買物を

する。

安政2年、箱館に入港したアメリカ船は

延べ21股。イギリスの軍艦36膿とフランス

軍艦5膿が入港。箱館港は一時、英仏の軍

事基地の様相を呈する。
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安政2年4月アメリカ船で入港のドイリ

商人が食料品などを物々交換で捕鯨船に販

売。一方日本で貿易ができると思い、箱館

に商店開設のため入港したアメリカ人家族

が上陸を拒絶される。事件は本国から和親

条約改定のため日本に向かうT・ハリスに

通知。ハリスは下田駐在後、奉行に拒絶の

根拠を問い正している。

幕府はロシアの進出に備え、蝦夷地開拓

による和人の定住を図る°箱館・蝦夷地に

｢諸物払底の地」のため、幕府は開拓と

｢百物百工」（産業振興）を急ぐ。蝦夷地流

通限定の箱館通宝を鋳造、物産直売のため

蝦夷地・箱館産物会所が全国主要港に計画

され、三年間の試験期間を設け、江戸新大

橋端に産物会所が設置される。

安政4年3月15日から5月¥'l日まで、箱

館港にアメリカ船6膿が入港。「欠乏品」

名目で、一般商品が五千六拾弐両余輸出さ

れ、冥加金八百八拾五両余(17.5%)が上

納される。5月28日に1膿が入港、九二両

余を売上げる｡(3)

長崎幕府は長崎を日本の貿易の窓口とし

出島のオランダ人と唐人屋敷の中国人に通

商（貿易）を限定する。一方通信（国交）

は朝鮮と琉球2か国と結ぶ。

日英協約附録でイギリス人は鼠島の上陸

を認められ、安政2年6月島に休息所が造

られる。安政2年3月is日フランス船3股

と翌日にイギリス船1膿が長崎に入港。後

にイギリス船の長崎入港が相次ぐ｡(4’

オランダ・中国の長崎会所の貿易を老中

堀田は「公私混同の貿易」と表現。独立す

る行政をもつ長崎は、日本の貿易を主管

(『長崎市史』）する。

安政2年6月からオランダによる蒸気船

操練伝授が始まる。伝習の監督を命じられ
なおむれ

ていた永井尚志は、日蘭和親条約仮条約力

むすばれる9月20日オランダ商館長D・ク

ルティウスに海軍建設のほか、通商と経済
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発展のための助言を求める｡15)19月幕府は

長崎オランダ商法を明文化する日蘭和親条

約を結ぶ。条約は日本の貿易基本法と位置

づけられる。またオランダ人は出島から外

出が認められ、市中の遊歩と休息所・寺社

の立寄りが許可される。

翌3年12月、出島商館長はイギリス船と

の仲買貿易を提案。オランダ商人の相対取

引の利益を長崎会所へ提供を申し入れる。

オランダによる出島の仲買貿易は一度幕府

に拒否されるが後に実施され、さらにアメ

リカとの開始も要求される。

安政4年正月、イギリス人の市中の上陸

が許可され、船中並び出島の行き来も認め

られる。イギリス人が出島で当用品を購入

し出島商館で荷船を雇い送る事も許可され

る。安政2年¥-l月中国人の遊歩も許可され

るが、中国とは条約が結ばれておらず、

｢心得違いしている者」もいると再び禁止

される。

下田下田はアメリカ・ロシア・オランダ

と3か国に開港。下田で外国船の船内欠乏

品ほか土産品等の商品販売のため御用所に

バザーが開設される。

安政3年7月から下田に滞在の総領事T・

ハリスは、アメリカ人最初の居留民でもあ

る領事館員一行らの、市中での物品の直買

遊歩区域の拡張、日米貨の交換比率の改善

を幕府に要求する。ハリスは長期間の交渉

を通し、アメリカ人の開港場での居留実現

の糸口を求める。翌4年5月26日に日米協

約を締結に成功し、翌年5年6月の下田と

箱館の居留と副領事駐在を定める。

日米協約の締結後、全国から多くの商人

が遠路下田で出張販売をしている｡(6)

(1)三谷博『ペリー来航』p・!()()-IS1(吉川弘文館）

(2)井上勝生「日本開国と『北方水域』」（『北方史の

新視座対外政策と文化』雄松堂出版）

(3)「公務日記」（｢幕外附録四巻」安政4年閏5月2
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日．p､575）

(4)長崎については、長崎奉行文書「手頭留」（『長崎

幕末史料大系第3巻』長崎文献社）を参照。

(5)前掲「三谷」p.210-211

(6)「四年六月に締結されたいわゆる下田条約（日米

協約）では、（中略）下田における交易は欠乏品貿

易の範囲を越えて拡大し、江戸、大坂その他各地の

商人が同港外人へ直接売り込みをはかるという事態

もみられた（『伊豆下田』地方史研究会・藤原昭夫

p.379-380)。幕府はハリスの神奈川宿近辺での通商

開港要求に対し、寒村の横浜を主張する理由として

下田の商人の積極的な商活動や、長崎での多くの商

人の商品売り込みを根拠として挙げている。

(2)「交易会所貿易」と日米協約

安政3年夏、公儀首脳は鎖国政策の大転

換を考え始める｡(1)幕府は長崎の通商問題

や下田駐在のハリスの要求に対応するため
まさよし

堀田正陸を老中に再任し首座とする。Ill月

に堀田を対外事務全権者にして貿易開始に

‘備える。

安政4年5月26日締結の日米協約第二か

条で翌5年6月の下田・箱館でアメリカ人

の貿易のための居留と、日米の金銀貨の同

量交換等も定める。日米協約締結は長崎で

進められている幕府の貿易調査に軌道修正

を迫り、日蘭追加条約の急遼の締結を促す

同年6月末を期に堀田正睦政権は長崎の貿

易調査結果の報告を待つことなく、通商実

施に向け指令を発する。

1御用所貿易から「交易会所貿易」へ

安政4年の日蘭・日露追加条約の交易会

所による通商は、長崎会所の貿易に、幕府

直轄地の箱館の沖の口役所の税制や、和親

条約の開港場である下田・箱館の御用所貿

易で培われた経験が合考され形作られる。

「通船改会所兼産物会所」と「湊会所」

安政3年7月、大型船の製造解禁に伴う

諸藩産物の物流の活発化に対し、海防掛有

司から「沿海御取締見込書」が上げられる
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見込書は幕府の直轄地の箱館沖の口会所税

制を範とする通船改会所に産物会所を併設

させ、全国の公領の主要港に設置を提議。

諸侯の物産の振興にも配慮を示しつつ、幕

府の国内流通・外国貿易の一元的支配を図

る。

関税徴収のため「湊会所」設置を提案、

｢益金の見込九拾七寓両は、大船大砲文武

引立て、蝦夷地南嶋の開国」に充当を目論

む。和親条約締結国への出貿易と、外国港

での税徴収も見込むという壮大な貿易構想

である。

湊会所設置を、江戸・大坂・兵庫・長崎・

箱館と横浜に提案。見込書の挙げる六港は

すべて後の日米修好通商条約などの開港場・

開市場となる（｢幕外」十四の201)。

アロー戦争と「十二か条の覚」

安政4年2月朔日、出島オランダ商館長

から、イギリス軍が広東の町を焼き払うア

ロー戦争の情報が届く。商館長クルティウ

スは、米・仏軍がイギリス軍とともに参戦

清国の北京条約の通商開港の約束の不履行

が戦争の遠因と報告。商館長は幕府の、ア

メリカなどの和親条約締結済み国に対する

条約縮減や貿易への消極的対応に警告を発

する。

老中堀田正睦は「イギリス評判記（広東

の英中戦争)、アメリカ官吏の申し立て

(ハリスの諸要求)、なお又今般のオランダ

の申し立て（クルティウスの通商開始の警

告)、一々差し迫り居り」と、危機感を表

している（｢幕外」十五の21())。

堀田は、安政4年3月海防掛へ外国人の

取扱改善と日本を貿易開港に導くため、十

二箇条の覚書を示す｡(2)通商の開始が国益

になり諸侯の財政立て直しにもなると強調、

貿易の利益が商人から幕府と諸侯に入る貿

易法の策定を指示する。

3港（長崎・下田・箱館）の外国商人の

居留や、下田移港による新規の港の開市．
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開港（ハリスは下田の貿易港として不適な

ことを主張）、さらに蘭・米領事の将軍謁

見の要求、国ごとの接遇方など、貿易のた

めの国内商品や船税・関税徴収の通商開港

全般を諮問。通信はオランダ－国が念頭I、

置かれている。

「広い貿易の会館」

堀田の諮問に応え4月海防掛大目付目付

は広い貿易会館による通商を提議。「長崎

の唐・和蘭の商法の見直しが必要、その理

由は安政3(1856)年のオランダ領事クノ

ティウスの書翰や、アメリカ・ロシアと取

交した和親条約から明らか」と、米・露両

和親条約にある貿易を容認する条項の存在

を認める。貿易港は「長崎のみでは外国人

は不満足。京師（京都）近傍の大坂を彼ら

は懇望するが要所のため反対である。外国

人が満足し取締と幕府の利益が出る別の場

所を開港場」にと、長崎以外の新港での通

商開港と貿易方法を提言。「外国船の船税・

貨税を条約で定め、国内船は箱館沖の口役

銭に準じ荷高に応じる」という徴税方を提

案。各国と通商条約を結び、幕府主導によ

る貿易開港を主張する。貿易方は、開港場

に「広い貿易の会館」設置を提案、後箱館

で計画される交易会所を想起させる。新た

に条約を結び、「輸入品から二分を内外商

人から徴収。会館に日本諸国産品や貿易の

外国商品を持ち込ませ商人に一任売買させ

る。幕府は商人の取引には干渉せずに税を

徴収する。それにより外国人の好む国内諸

国の持ち込み品が増え、取引の税収が莫大

となる。この徴税方は世界各国一般の貿易

方である」と主張。

「幕府の専売品や禁制品は従来通り続け

違反は厳しく取り締る。前もってお触れを

して、諸国の産物も会館に運ばせ、船改め

所には船税、会所に売上貨税を納めさせ、

会館の役人が外国と取引、外国を満足させ

かつ国の利益も増大する」と旧制も温存し
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政府専売品の貿易を提案。

早急に貿易の端緒を開き、幕府自らの手

による貿易の開始を強調し、翌年の交易会

所（貿易の会館）による通商開港の方針を

明確に示している。

一方勘定奉行らの意見は、長崎の御用商

人は巧者のため貿易の「基本の大綱」を布

令し、「祖法を尊重。キリスト教の布教を

警戒し、国民は貿易を望んでいないので、

開港は親睦和親に留める、利益に走る外国

の風俗の影響が心配である。国家の棟梁木

や基礎柱を取替える制度の変革は国力を弱

める」と、貿易はやむを得ず行うことと主

張する。貿易の「基本大綱」（貿易のおお

もと）を定めることが先決と、通商開始に

は慎重論を唱える（｢幕外」十五の256,

;-5i7,318)。

4月15日意見の対立する勘定奉行の水野

忠徳と目付の岩瀬忠震が選ばれ、和親開港

場の実状と貿易,仕法の調査のため下田経由

で長崎に派遣される｡(3)当初計画にあった

箱館訪問は中止される。二人の派遣は、長

崎の外国人の実態調査とオランダ商館長の

クルティウスとの貿易方法の協議、さらに

イギリス使節の訪問の際には、かれらを全

権とする通商交渉に対しても備える。

1「これは、オランダ政府が本格的な通商条約の締

結を決意し、軍艦メデューサを長崎に送ったのがき‐

かけであった。メデューサはクルティウスに外交今

権の任を与えるという命令を招来し、さらにイギ’

スが近々通商使節を派遣すると通告した。日本は日

英協約によって一旦イギリスを通商抜きの関係に閉

じ龍めたのであったが、これに英国政府が不満を抱

き、わざわざスターリングを更迭して香港総督（『

リングを2か月後に長崎に送ることに決めたと知'二、

されたのである｡」（三谷博『ペリー来航』11.211

2‘15）

(2)「一外国御処置之大本旨趣、隣国二交る道を以

て可致哉。夷秋を処する道を以可致哉、此大本、掛
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りの人々見込一様ならずしてハ、取綱向諸事行進行

申間、得と討論決定いたし置度候事、

一、互市（貿易）御開キ之儀、英夷（英国）之動静

二不拘御発、御国内江も表立被仰出候方可然哉否

之事。

一、右御発相成候ハハ、諸国より必定可願出間、願

いに応じ、夫々被仰付候方二可有之哉。又ハ批刀

より前以触示し可申哉之事、

一、互市相開ケ候上ハ、御国益ハ勿論、諸侯も同じ

く益を得、積年之疲弊を補ひ候様いたし度、且頁
Lようこ

市之利権、商費（商人）之手二落ざる様いたし度

仕法之事、

一、貿易之物品、天造人造二階而、定額之多寡、並

製造取集方之事、

一、三港（長崎・下田・箱館）江外国商館取立可否

之事、
ぜんそう･管んさ

一、船紗（船税・噸税）貨税等之事、

一、和蘭国通信（国交）取結之事、
か び た ん

一、和蘭甲比丹（長崎出島の商館長）亜国官吏（ノ

リス）出府候可否之事、

一、亜国官吏から差出候三月三日（｢幕外」十五の

238、ハリスの出府の要求）附書翰中件々並返翰

之事、

一、下田港替（変更・移港）之可否之事、

一、魯英米蘭四ケ国御取扱振軽重之事､』（｢幕外」

十五の256）

(3)嶋村元宏｢幕末通商外交政策の転換」『神奈川県立

博物館研究報告人文科学』20号

2日米協約と下田・箱館開港

日米協約は和親条約の枠内での改善のた

めの追加条約とされてきた｡（1）しかし第一

条で下田・箱館の米人の貿易のための居住

を定めている。居留は旧法で90日以上の長

期の居住とされ、居留地は商人らが長期の

商活動に必要な建物の所有ができる借地権

の伴う居住地である。借地権は出島のオラ

ンダ人も認められなかった。

ハリスは下田奉行との交渉で借地権を認

めさせ、幕府はアメリカ人居留地を箱館に
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設定する。日米協約の他の条項は通商を規

定する第二条の付属条項といえる。そのた

め長崎の貿易調査の結果の報告前に「行き

違い」に結ばれた協約は、幕府で有司内の

通商開港を巡る意見の対立を表面化させる。

日米協約は貿易大綱の早期の締結を促す‘”

幕府は貿易基本法とされる日蘭和親条約追

加条約（日蘭追加条約）を定め、引き続き

ロシアと日露追加条約を結ぶ。

借地権の要求と「重大事件」

安政3年7月2旧アメリカ総領事で全権

のT・ハリスが下田に渡来。下田の開港場

として不適な事を知ったハリスは、9月下

田の移港を主張し、アメリカ領事館の下田

建設中止を通告。ハリスは内密の「重大事

件」の老中報告のため上府を要求する。

続いてハリスは、翌4年2月4日にオラ

ンダ艦長のファビウスから入手していた日

蘭和親条約仮条約にある出島のオランダ人

居宅・倉庫などの譲渡(12条）と出島内建

物の修理の権利(13条）をアメリカにも要

求、その根拠を日米和親条約九条（利益均

霧条項・最恵国待遇条項）に求める。

ハリスのもつ安政2年9月l晦日の仮条約

の十二条．十三条は、同12月23日に調印の

本条約では削除されている。またハリスは

同じ和親条約9条で長崎の貿易の伴わなし

和親開港を要求する（｢幕外」十五の201).

ハリスはアメリカ人の下田・箱館の居住

の必要性を主張。特に箱館については、

｢西洋各国の内、アメリカ程鯨漁船多き国

はなく、日本北海に常に絶間なく箱館の最

寄りを往来｣、「凡そ一カ年三百膿余が、同

所へ入港、しかし箱館は四辺皆広漠の野原

で、薪水の外の諸品は払底し、アメリカ人

の要需の品も揃わない｣、「自国より身元の

確かな商人を箱館へ差遣し、箱館で二箇処

に居住させ、帆木綿・鉄鎖其外牛・羊・豚

等の類、入港の船々へ売り渡す」として、

日米和親条約の欠乏品の供給が日本側でで
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きないことを理由に箱館の居住を主張。箱

館奉行の調べでは、ハリスのアメリカ捕鯨

船の入港数は過大な数字である。

下田奉行の評議に箱館奉行竹内は、「一

構之場所を貸し渡し、アメリカ商人引移し

人数を制限せず、且つ領事などが駐在する

一郭を別舎で設ける」と、その後の箱館亀

田川河口の居留地計画と同一の構想が提言

される。竹内は遊歩の制限にも「領事など

は国の船難破其の外の国事になど、外交に

かかわる問題もあり境外への旅行遊歩をみ

とめる」と積極的にハリスの要求の容認を

主張する（｢幕外」十五の333)。

日米協約締結と下田・箱館開港

アメリカ人の居住と遊歩区域の拡大は、

一度老中により拒絶されるが、交渉全権を

与えられた下田奉行の権限で許可される。

5月26日下田御用所において日米協約九カ

条が締結。ところが和文の対訳にハリスカ

抗議、会談は決裂の様相を呈する（｢幕外

十六の32．33．51．52．53)。

奉行は要求に用語を訂正、下田の開港日

も箱館と同じ翌年6月に繰り上げる。条約

の締結日は最初の締結日の5月26日とさ才

る｡(2)

日米協約は日米修好通商条約の基本となっ

た条約であるが、貿易方や税則の貿易章程

の定めがない。「下田取交しの約書」は日

米修好通商条約第十二条で安政6年の新通

商条約の発効と共に失効となる（｢幕外」

十六の30，33，56，58．二十のH)l)。

日米協約第二条では、アメリカ人の地所

の借地権（建物の所有権）は明記されず、

交渉でハリスにより開港場での居住に伴与

当然の条件として口頭で確認される。

下田奉行が、「箱館の地所の件は、今取

り決め難いので、彼の地の奉行に任す指図

する､」としたのに対しハリスはそれでは

｢不都合の件もあるので、官吏ら地所を借

り、家を建て、又は取り払いを許可すると
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決めておきたい」と借地権の取り決めを主

張。これに対し下田奉行は「地所貸し渡し

家作取り建ては許可されるが、奉行の指図

に従うべし」と借地権を認めるが、地所選

定は奉行の許可との記載を提案。これに対

しハリスは「書面（協約）には、（開港の

年限並び（アメリカ人の）居住許可の件の

みを記して置く」と回答し（｢幕外」十ナ

の28)、居住者の借地権は認められ、協約

に改めて明記しないことで交渉は決着をみ

る。

国書の将軍捧呈と下田代港の要求

日米協約締結後、閏5月15日下田奉行井

上信濃守と中村出羽守がハリスに大統領の

国書の受け渡しを求める。しかし国書はア

メリカ全権のハリス自らが将軍に渡すもの

であると主張。また「重大事件」の開陳は

将軍謁見のあとに筆頭老中堀田正睦にする

とし、奉行の要請を拒絶。井上は上府して

条約締結の経緯を老中に報告（｢幕外」‐'一

六の73.76)。

閏5月28日江戸での下田奉行の報告では

ハリスは「国書を将軍へ直接渡さなけれに

国命に背く」と主張、一方で「英国軍艦力

日本に渡来し貿易を求める」と警告。井上

は「重大事件」とは貿易開始と下田の代港

での開港・開市で、大坂や江戸のような大

都市近郊を開くことを求めている事である

し、ハリスの出府は「国害」となるので保

留すべきと主張。

さらにハリスは直ちに新条約の締結を要

求しその条約は「亜国の人民多数渡来し、

地所を借り家屋を建て、その家族と共に居

住し商売もし、病人養生所（病院）並び寺

院（教会）の類まで新たに取建てる､」ま

た「他国も同じく条約締結を要求する」と

報告する。

井上は長崎出張の水野筑後守・岩瀬伊賀

守の貿易の調査報告を受け、貿易や下田の

移港を決めると述べ、まず交渉を再開しノ
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リスの重大事件を聞きだす、と意見書を結

ぶ（｢幕外」十六の86)。長崎の水野らはこ

の下田の井上の報告を知り、通商の基本法

である日蘭和親条約追加条約の締結を急くち

「行き違い」の日米協約締結

閏5月28日の下田奉行の「見込書」（｢幕

外」十六の36）に対し、有司らの意見の対

立が表面化。対立する意見がそのまま将軍

に上げられるという異例の老中の上申書を

みる事ができる（｢幕外」十六の133)。

評定所一座は、協約の締結は下田奉行の

｢専断」と糾弾。海防掛の勘定奉行・同吟

味役も一座と同じく下田奉行の対応を、長

崎の調査報告を待つことなく「行き違い」

に締結されたとし、下田奉行を激しく批判

する。

一方一般の大目付・目付はハリスの出府

認め、アメリカとの通商開始の要求を容認

する積極的な主張を展開。また箱館奉行竹

内下野守は、「速やかに出府を許しハリス

の意見を聴き、アメリカを他の国との仲人

役として利用する､」という注目すべき意

見を述べ、「下田奉行は御判物（朱印状)」

を受けており全権の資格に疑念がもたれる

と冷静な判断を示している（｢幕外」十ナ

の133.172から175,180)。

ハリスとの交渉再開について、御用部屋

(内閣）の結論はまず下田奉行が、ハリス

から「重大事件」について聞き出す事とさ

れる。

6月4日アメリカと取り交わした日米協

約の和文・英蘭文の和訳の写し三部が長崎・

箱館両奉行に下付（｢幕外」十六の115.

116)。規定書三冊が7月2日に箱館に到来

し、箱館奉行村垣は同日に「亀田御役所

(五稜郭）構惣堀取掛り之儀申候書付」を

進達、翌年の箱館の通商開港に向け新役所

の土塁工事に着手する。

下田代港の開港と箱館の交易会所

6月29日から7月上旬にかけ日本の外交
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は通商開港に向け大きく展開する。老中は

在府中の下田奉行井上信濃守に、「貿易の

件は開港する予定で決定済みで商法は調査

中、長崎に役人の出張を命じ凡その調べも

終わり次第許可する、下田港替の予定は兼

ねて表決済み、（代港の）場所の件は差し

支えの有無を究明中､」と井上に御用部屋

の決定事項を説明。交渉でハリスが直ちに

新条約の取り交わしを申し出ても、下田奉

行の権限で決断しない旨の訓令をだしてし

る。

井上は翌日ハリスとの交渉の手順とし、

①「重大事件」を聴取した後にハリスに出

府を許可、②それから開港場の下田からの

変更及び（その港の）貿易開始の期日を回

答する、という伺いを上げる（｢幕外」十

六の166)。

これに対し7月2日堀田から井上に覚

(指令）が示される、①ハリスの上府の扱

いは、井上の伺いの通りとする、②通商開

始と下田の替りの開港時期は、可能なだ}了

取り決めず、やむをえない場合に至ったら

18カ月以上（安政6年正月以降）を期限と

するとの指令が発せられる（｢幕外」十ナ

の186)。ここに、条件付きであるが、IN

日後の下田の代港の通商開港が具剛体的に示

される。

安政4年6月7日に閏5月12日付けの在

府箱館奉行竹内から、日米協約による箱館

の開港決定の通知が村垣に到来。追って7

月4日在府箱館奉行に米人居留地設置の指

令が発せられる。同日に村垣は居留地所の

選定指示と普請係りの人事を発令する。

｢日記」の居留地の指令到着の一週間前の

7月21日条に、「会所之儀に付、書類不残

来る」とあり交易会所設置の書類も箱館に

到来している。

一方長崎は日米協約により新たにアメし

力に和親開港される。幕府から長崎奉行に

ロシア・イギリス・アメリカ3か国の同等
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の扱いが指示される

(1)石井孝「日本開国史」p.226-232、三谷博「ペリー

来航｣p.249-250。また両著では、日米協約と日蘭

追加条約の関連は説明されていない。

(2)第一条「長崎の港を亜米利加船のために開き、其

の地に於いて船の破損を繕い、薪水食料或いは欠乏

の品を給し、石炭あらぱ、又それをも渡すべし､」

第二条「下田箱館の港に来る亜米利加船必要のi品!、

日本に於いて得がたき分を弁ぜために、亜米利加二

人（人民）を右の二港に置き、且つ合衆国の下官吏

を箱館の港に置くことを免許す。但し、此の箇条は

日本安政五午年六月中旬、合衆国千八百五十八年，

月四日まで施すべし､｣。第三条で、日米金銀通貨の

同重量での交換が決められ改鋳経費として6％を日

本にわたす。四条で領事裁判権、五条修理代・物品

購入の代物払いを定める。六条でアメリカ総領事’

七里の境界以外の国内遊歩権を許可、第七条、領畢

及び館員家族らの必需品の直買いと日本の銀・銅銭

を渡す、八条は協約の正文は蘭文とする、九条で条

約の発効は第二条を除き条約締結日とする、（｢幕外

十六の29)．

(3)日雷・日露追加条約と長崎･箱館

開港

1日米協約と長崎の貿易調査

長崎の貿易調査の報告

7月上旬に長崎派遣の水野ら3名から上

述の閏5月28日の下田奉行の「評議書」へ

の意見書が上げられる。続いて、同月in日

に日蘭追加条約草案と、条約を解説する書

翰、長崎踏絵廃止の伺いも上げられる。

書翰は①ハリスのいう「重大事件」は

｢交易並び別に他港を開く」こと、②英国

の使節が渡来し交易を強要される失態を恐

れる、③各国の商法・税法・税徴収法など

の調査を続けた、④「容易に緩優交易（自

由貿易)」は始めがたく、オランダ・カピ

タンは出島の脇荷商法（オランダ商館員力

出島に持ち込む個人商品の貿易）に準じ通
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商開始を勧めるとし、オランダ商法の脇荷

物商法を援用する漸進的な通商開港のため

の日薗和親条約追加条約を取交す、⑥長崎

一港の開港では不都合で箱館も通商開港す

ると主張する。

日米協約の箱館での通商開港を日蘭追加

条約で許可する理由に、⑦箱館の貿易開港

による幕府の収益とアメリカ捕鯨船のほか

ロシア商人の千島・箱館進出に備え幕府力

積極的に貿易へ参入し、アメリカ・ロシア

商人を開港場箱館から撤退させることも視

野に入れる主張をする｡('1最後に⑧英船等

が渡来して通商を強願されても手馴れた脇

荷商法により、凡の見通しも立つとしてし

る。

長崎の報告を受け通商開港に慎重な姿勢

を持ち続けてきた海防掛勘定奉行・吟味役

は、交易会所による貿易を漸進的な通商の

開始と判断、日蘭追加条約の容認を表明す

る（｢幕外」十七の115p.190-491).

踏絵廃止と日蘭追加条約案の評議

踏絵は隠れキリシタンを摘発するための

政策であるが、居留が増加する外国人の感

情に配慮し廃止が提議される。長崎の3名

から日蘭追加条約の伺い書と踏み絵の廃止

の上申に対し、有司らの評議が上げられる

(｢幕外」十七の138.139-117)。

「簡商法改正」（日蘭追加条約案）に対

し、8月27日評定所一座は長崎出張の水野・

岩瀬が帰府してからの決定事項と、拙速な

条約締結に反対。また踏絵の廃止には賛成

し、キリスト教の禁教の続行を主張する。

20日林大学頭は、「イギリス・ロシアも

また貿易開始を要求するので、速やかに和

蘭と条約を結ぶ、（日米協約締結の）アメ

リカにも和蘭との条約を適用させる」と賛

意を表明。評議の中で林は唯一長崎の踏絵

の廃止に反対、長崎近辺でキリスト教信者

が多数おり、下田・箱館でも踏絵の実施を

主張。和雷も英国などの脅威を借りている
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が、欧米諸国は元々同盟の国であると注意

を喚起し「長|崎の3名は外冠を憂えるが、

林は国内の人心の動揺を心配」と意見書を

結ぶ。

8月17日付の大目付目付の評議は「長崎

で作成の日蘭追加条約を、先日アメリカ官

吏（ハリス）が、差出したアメリカとヨー

ロッパ各国との条約や、シャムとの条約と

引き合わせ参考にしたが、商税其の外各国

と大同小異」とし全面的な賛意を表す。

海防掛の勘定奉行並び同吟味役は、条約

附録案の通りと長崎の経営に配慮されて↓

る案に賛成。英国の使節が渡来の際はオラ

ンダに準じ交渉、と楽観的な見通しを述べ

る。また評定所一座と同じく箱館の開港に

賛成。また長崎の脇荷商法を「緩優交易

(自由貿易）仲買商法」に近いと評価、銅

輸出の禁止にも賛同。ただ長崎・箱館で脇

荷商法で貿易額に制限を加えず（内外の商

人に）競わせると取引が莫大な額になり物

価の騰貴を招くと国内への影響に憂慮をあ

らわす。

8月II日、在府箱館奉行竹内下野守の意

見は、まずオランダと条約の締結を主張。

各国との交易の程度の見極めがたたない内

は、緩優交易（自由貿易）は開けないと慎

重論を述べ、カピタンも各国の事情を考慮

しており当分脇荷商法で貿易を開始しそれ

を各国にも及ぼすと、段階的かつ漸進的な

通商開港政策を考えている。また竹内は日

米協約の金銀貨の同量目引き換えの決済は

｢兼々心配」していると、改めて意見を上

げ（｢幕外」十七の175)ている。幕府有司

の評議のなかで唯一日蘭追加条約の銀札使

用と日米協約の金銀貨同量交換との違いに

よる問題点を指摘する。

(1)長崎貿易調査の3名は箱館開港の理由を「アメI

力捕鯨船、又はロシア領の内、カムチヤッカ辺に〒

渇望いたし候品、長崎にて外国々より請取、箱館に
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相廻し瞳候か、又は同所にても買い霞き、夫々に相

渡し候へば、利益もこれ有、彼両国に取候ては、格

別都合宜しき、遂には商人を御差し戻しの手順にも

相成るべき処、箱館を当時現在の姿に置居らる候て

は、アメリカから引き移し商人の交易を、徒に手を

束ね傍観致し居り候のみにて、露西亜も同様商人を

箱館に移し、又はクリル諸島の内等に、交易場を開

き、その地を盛んにいたし候様にも相成り候ては、

蝦夷地お取締り筋にも拘り候間、箱館の儀も、長崎

同様、当分脇荷商法を以て、交易御開き之無く候て

は差支可拘候間｣、としている（｢幕外」十六の207)。

2日蘭・日露追加条約と箱館開港

日蘭追加条約

8月28日「日簡和親条約追加（附録）条

約」四四か条が締結される。草案から日本

側で作成され幕府の意向が全面的に反映さ

れた条約である。

第一条で、「長崎・箱館の両港において

今後貿易を許可する、但し箱館は調印後一

ヶ月後に開始する」と、箱館の貿易開始日

は日米雲協約のアメリカ開港期日の安政5圧

6月に日を合わせる。
とん

第二条で、入港船の噸税が定められる。

四条は外国商船入港のときの積荷目録の規

定、五条で船数の制限とそれまで出島「脇

荷物」にあった貿易額の制限が撤廃される

但し「持ち渡りの品物（輸入品）買い取り

置き、代わり品差し支える節は、会所あり

合わせの外国金銀にて、支払い」ができる

とする。六条で輸入税は三割五分とされ、

会所の直扱い品はこの限りではなく、仲継

貿易の輸出入税も取りあえず同じ扱いとさ

れる。七・八条で交易会所での商品の入札

や会所扱い品の代金の決済が決められ、代

替え品などで生じる損失は会所が補填する

ことと、売れ残り品の会所での臨時入札の

実施がきめられる。

九条では、長崎出島での日本商人との直
て

接の売買を認める。さらに「箱館に而も、
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本文直組談判等の場所取決め置くべき事、

と内外の商人同士が直接取引きする交易会

所の箱館での設置が定められ、日米協約で

定められている箱館開港の法的な体裁が整

えられる（｢幕外」十七の126)。

交渉の草案にあるキリスト教書画や像の

持ち込みを禁止する条項は、プチヤーチユ

の抗議で露・蘭両国の条約から削除される

(｢幕外」十七の184,185)。

日露追加条約の締結

安政4年8月4日、ロシアの使節プチヤー

チンが中国経由で長崎に入港する。通商条

約を新たに締結した場合は、ロシアと優先

的と結ぶという、安政元年の約束に従い、

幕府はロシアとの通商条約交渉を始める。

8月5日の水野筑後守・荒尾石見守・岩

瀬伊賀守3名の上申書は、ロシア使節の渡

来に、「外夷（イギリス・フランス）の機

鋒を挫き」「オランダほかロシアえも、猶

又条約取り交し相済ませ、商法取組み方等

(オランダ・ロシアの）両例も出来いたし候

居りはば、この後英仏等罷り越、彼方勝手

の談判いたし候とも、差し押さえ方の都合

と述べる。それに加え「下田箱館にてアメ

リカ人の引合候廉々等をも合考いたし､｣、

日米協約の米人居留等も「合考」し評議を

尽くしロシアと通商条約を締結（｢幕外」

十七の78）すると3名の決意が表明される

24日清国からプチヤーチンー行が長崎に

戻り交渉が再開される。奉行側は通商の

｢大綱」はオランダに準じ、ほかロシアに

はオランダ人の出島にある商館が無い位の

差であるとし、ロシア人の居留地設置に言

及する（｢幕外」十七のIll)。

一方同29日、長崎奉行水野らからクルティ

ウスヘ「覚書」が示される。①オランダ商

館長の上府・将軍に謁見の作法、②日本開

港場に妻児の同行の許可、③日本の貨幣輸

出は今後の交渉、④長崎箱館での通商の法

を定め、条約締結国の通商許可、⑤長崎会



清水 朔：日米協約と長|崎・箱館の「交易会所開港

所収納の税で不足が生じた時は、荷物で決

済ができる事（｢幕外」十七の128)。また

｢キリスト教法を伝え、並びにキリスト宗

門其の他外国宗門の書籍画並びに像、輸入」

による日本での布教禁止を通告（｢幕外」

十七の130,131)。

ロシア領事の下田から箱館への駐在変更

9月3日の会談でプチヤーチンは、下任

の貿易港の閉鎖に反対し、①日露和親条約

本条約で下田・長崎・箱館3港が開港場と

される、②和親条約で下田・箱館の内に領

事駐在とあり、条約調印時に下田に置くよ

う（幕府の）ご沙汰もある、③（本国）政

府もその予定で領事も同様に心得て（下田

駐在の）準備中であり、交易を開いても領

事がいなければ不都合と下田の閉鎖に反対

奉行側は長崎の領事駐在を提案するがプチヤー

チンは本国政府の了解を得る事ができな↓

と拒絶する（｢幕外」十七の189)。そのた

め日露追加条約の第一条は、閉鎖予定の7

田は開港場と明記されず、移港が想定さ才

る変則的な取決めとなる。

プチャーチンが草案で求めていた自由貿

易の規定は削除され、日本側の意向に沿レ

日蘭追加条約に準じる会所交易による通商

の日露追加条約が締結される。

日露追加条約を受け、ロシア本国は同年

12月（和暦）箱館に赴任の領事ゴシケヴィッ

チに「全権証明書」を交付｡'1）シベリア経

由で安政5年(1858)9月、領事ゴシケヴイリ

チと家族らほか一行1.1名が箱館に渡来、旧

実行寺内にロシア仮領事館を開く。開港後

日本に最初に設けられたキリスト教会と思

われるロシア領事付属祭洞堂が境内に建て

られる。

長崎で交渉の奉行下役が日露追加条約に

｢箱館開市の期日は、調印より十カ月」と

日米協約・日蘭追加条約に合わせ開港日の

記載を要請、プチヤーチンは長崎奉行と口

頭で確認済みとして断わる（｢幕外」十七

－13－

の195,202,203)。

長崎の交渉の一方で、クリミア戦争終結

に伴いロシアは安政4年7月にサハリンの

占領作戦を再開。嘉永6年のクシュンコタ

ン占拠時のロシア副官ロダノフスキーが樺

太に上陸し北緯48．南北のナヨロとクシニ

ンナイを占領。ロシア軍はナヨロからクシニ

ンナイに移動後日本の警護の固さに8月1

日撤退している。

この事件は日程的には長崎での日露追加

条約交渉に直接影響を与えてはいない。し

かし蝦夷地の経営拠点の箱館奉行の政策は

ロシアの動静に大きく左右される｡(2)

(1)清水恵「初,代ロシア領事ゴシケーヴィチの『全権

証明書』」草案（『函館・ロシアその交流の軌跡』)。

平成10年ロシア領事館開設110周年で、原本コピー

が函館で展示。

伊藤一哉『ロシア人の見た幕末日本』（吉川弘又

館）で、「モスクワ・ロシア帝国外交資料館」文舌

に皇帝アレクサンドル二世から箱館赴くゴシケヴィ､、

チに渡された「全権証明書」の本文が紹介。「貿易

その他の用件では日本国を訪問するロシア臣民の状

況を監督し、しかるべき援助と保護を与えるため、

ロシア帝国と日本国との隣国同士としての真実にし

て善良なる友好関係に基づき、また両国によって締

結された諸条約に従って、ロシア皇帝の勅命により

駐日ロシア帝国領事として六等文官ヨシフ・ゴシケ

ヴィッチが任命された。サンクトペテルブルクにお

いて、一八五八年月。略」同書p.33-34。「諸条

約」は、安政元年12月締結の「日露和親条約」と同

4年9月の「日露追加条約」をさす。

(2)麓慎一「幕末の樺太における領土問題と場所請負

商人一クリミア戦後の樺太開発を中心に」『場所請

負制度とアイヌ』all!)-156(北海道出版企画セュ

ター）秋月俊幸『日露関係とサハリン島』p.123-12

（筑摩書房）参照。安政4年(1857)7月8日、廻

浦先の樺太シラヌシより箱館奉行堀織部正が同役の

村垣淡路守に占領を報告。「幕外・附録四（公務日

記之十)Jp.659と「幕外」十六の117の6月23日の堀
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の上申譜（「7月25日堀田備中守へ｣)。箱館奉行は

未開拓の樺太の東海岸で松川弁之助を漁場の経営に

あたらせる。

8月に村垣の上申書でロシア人の動静が報告。箱

館に渡来したアメリカのカムチヤツカ詰の貿易事務

官（コリンズ）からの聞き書きで、「近来マンコII

(アムール川）辺も、大船自在に通行台場築造守衛

の兵差し置き等、北地蚕食」を懸念、ロシアのアムー

ル川河口の縫粗人（モンゴル人、元の遺窟）の領地

を清国から購入予定なども報告される（｢幕外」；

七の15-1)。

3長崎開港と交易会所・外国人居留地

9月7日、長崎奉行兼帯勘定奉行の水野

筑後守は同役の勘定奉行への書簡で、日薗

追加条約を標準としてロシアと談判を進め

たこと、英米も同じく説得出来るだろうと

し、ロシアの交易会所は俵物蔵を使うと報

告。プチヤーチンらは、「遊女町に罷り越

し｣、自分らも視察にいくと報告（｢幕外」

十七の196)。ロシアの仮交易場（交易会所

が条約締結日に開かれている。

同日岩瀬も江戸の同役目付へ報告。日露

追加条約を他国との条約の「根基」とした

こと、日蘭附録条約締結後初めて入港した

オランダ船が日蘭追加条約の噸税を差出し

たと、長|崎での新条約の発効を喜びと共に

報告する（｢幕外」十七の197)。

ロシアの交易場は9月24日の「長崎奉行
ひようもつ

書類」に「俵物役所模様替えの上、同所に

於いて、持ち渡りの品々取扱」とあり、7

日に旧俵物役所が交易場として改装され同

所で輸入品が扱われる（喋外」十七の232）

以下で、安政4年の米・蘭・露との3条

約締結による長崎の外国人居留地と会所交

易開港を長崎奉行文書から見る（｢長崎幕

末史料大系3『手頭留』⑧、⑨｣)。

安政4年6月27日、日米協約の規定書力

江戸から長崎に送られる。「下田と箱館の

奉行と諸事打ち合わせする」こと。同9月

－14－

に「この度ロシアも通商許可になり、付し

ては何時商船渡来してくるのも計り難い、

差向き俵物役所模様替えの上同所に於いて

持ち渡り（輸入）の品々取扱候筈手順相定

め､」られる。同じく九月に、出島南側の
とまち

梅が（香）崎の近隣の大村領の戸町村が居

留地のため上知される。

1(1月外国人の処遇について八か条の指牙

がだされる。「安政二年十二月から日蘭和

親条約で、市中遊歩が認められた出島の和

蘭人と今度また規定（日薗追加条約)､、尤

もロシア・イギリス・アメリカ人渡来の節

も同様の振合」と和親条約のみ取決のイギ

リス・アメリカ人に対し追加条約締結のオ

ランダ人と同等の処遇を命じる。

又オランダ人の市中の買物は自由とされ

支払いは会所の銀札でする。従前も「遊女

屋休息所等」で銀札を使用し、貨幣を使用

しての買物は禁じている｡（1）

同じく10月、市中で買物をする外国人力

増え、禁制品、専売品の周知が図られる°

長崎で、同年Ill月長崎奉行から年番町年寄

りへ会所交易についての九項目に渡る詳し

い指示が手附へ下され、オランダ商法改正

による交易会所の商法の周知が図られてし

る。

「手頭留」の安政4年12月に、「長崎湊

内海岸附洲之場所埋立の積り右築立て入用

の儀会所銀出方多の折柄に付成る丈手軽に

目論､､、先新地より梅ヶ崎辺手軽之場所､、

(⑨の22)」とある。12月着工の外国人居留

地は、新地から南手の梅が崎辺りで着手さ

れ、計画総体の面積は一万四千七百坪であ

る｡(2)

また「交易場（交易会所)」が完成し、

ロシアとの新交易場掛に出島でのオランダ

との貿易を学ぶように指示。出島の商館を

オランダの交易場としている。12月、踏絵

の中止の指令がだされる。

安政5年5月、「去月二三日井伊掃部頭
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殿御大老職､」井伊大老の就任。

5月以降長崎にアメリカ船の入港が相次

ぐ。21日、翌日の目付けが入港のアメリカ

船を訪問時に祝砲がある。「不法アメリカ

人取締｣、6月『日本酒並蘭酒亜墨利加人

へ一切売渡申間敷き､､､｣。同月Ml日幕府に

日米修好通商条約を調印。

(1)会所交易開港期の長崎の「交易場」の様子を伝え

る史料として安政5年の夏のインド総督エルギン伯

に率いられたイギリス使節団の一員のR・オリフデ

ントの見聞録がある。オランダとロシアの「交易場

（交易会所)」の仕組みや扱い商i'ii'iが伺える貴寵な記

録である（｢維新の港の英人たち」ヒュー・コーダ､ユ

ツイI).25-28)。

(2)「同（安政四）年九月四日老中堀田正睦は肥前国

彼杵郡戸町村並新田の上知を領主大村丹後守に命じ

同月九月、これを一村の絵図とともに長崎代官高木

作右工門忠篤に授け、翌五年1．月上知の代地とし一

肥前国高来郡古賀村を大村丹後守に与えたこと力

『大村家譜』に見えている｡」（菱谷武平「長崎の外

国人居留地の研究」p.mh

通商開港を前にして安政6年(1859)3月18日、

長崎奉行は絵図面を添えて「長崎港内新地築立て」

（二万三千六百八トー坪）の上申をしている。この

上申書（｢幕外」二十二の276）によると安政4年q

新地南手の埋め立て計画は一万四千七百坪である。

4幕府の文化・風俗政策の転換

安政4年の3か国との条約により外国人

の居留による日本人との接触に備え、幕府

は外国人に対する文化政策・風俗対策の改

革を図る。

日蘭・日露両追加条約実施に伴い、踏絵

廃止と外国人の場所が限定される信仰の自

由が決められる。安政4年8月29日オラ〉

ダ領事の妻女の江戸へ同行が初めて認めら

れる。

安政4年の日米協約の締結交渉中にアメ

リカ総領事のハリスと通訳のヒュースケン

－15－

が日本女′性の同居を求め、幕府は看護人の

名目で許可、箱館の貿易事務官ライスも、

安政4年箱館渡来直後から日本女性との同

居を求め許可される。

長崎の出島や唐人屋敷は遊女の出入り力

認められていたが、箱館で幕府は外国人の

ための公的制度の遊廓を安政5年1月に許

可する｡（1）

長期間の海上生活で壊血病が多発し、生

牛の供給は健康に関わる人道的な問題とさ

れる。出島でオランダ人へ生牛は提供さオ

ていたが、他国の外国船への供給は禁止さ

れる。安政2年箱館に入港のイギリス軍艦

から、生牛の供給が繰り返し要求される。

翌3年7月25日幕府は箱館港に限りイギ1＝

スに牛の供給を許可。その後9月20日にア

メリカ・ロシアほかフランス船にも認める

安政4年に長崎奉行も許可を申請、6月

に海防掛は牛・羊の3港での供給を上申、

それに対し、開港場の牧場取建ての指令力

だされる｡魁）

安政4年4月5日アメリカ貿易事務官ラ

イスが捕鯨船で箱館に渡来。日米和親条約

に箱館の領事など官吏の駐在の規定はない

ライスは国書を持参していたため、奉行は

浄玄寺に仮止宿を許可。8月ライスの要求

で軍艦ポーツマス号に2頭の生牛が供給さ

れている。

安政4年箱館で翌年6月の交易会所開港

予定に向け、大規模の牛・豚・鶏の養育力

される。交易会所掛の中に「牧場掛」一名

が任命され、貿易の主要商品として考えら

れていたことが判る（｢日記」安政五年正

月十五日条)。牧場掛の下役数名も後に任

命される。亀田川河口の一万坪のアメリカ

人居留地に、ライスの居宅と菜園も予定さ

れている。

(1)開港場の外国人と遊廓の問題について、「幕末の

遊廓一開港場の成立に関連して－」（阿部保志『地
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域史研究はこだて』第25号）が、幕府の開港場の対

外政策の一環として、遊廓の設置を論じている。

(2)生牛の供給は、「箱館に限り相渡し、長崎下田に

ては相渡さず積り、先だって箱館奉行へ申し渡し候

儀には候えども、食用の品に付き､」「牛羊牧場取建

て候績りに相心得、場所の儀取調べ､」（｢幕外」一

六のI()8,169)。

(4)日米修好通商条約と自由貿易

1ハリスの将軍謁見と通商開港宣言

安政4年7月20日の米国軍艦ポーツマス

号の下田入港をきっかけに、ハリスの出府

が決定、8月6日に通告される。9月幕府

は通商開港の宣言のお触れを起案。10月2

日ハリスは将軍に謁見、アメリカ大統領の

国書を捧呈する。

5日後ハリスは、堀田邸で2時間の「重

大事件」の口演。11月1日幕府は国書とノ

リスの口演の陳述を三家以下全国の諸侯に

示す。水戸藩主徳川斉昭・慶篤父子は、幕

府の措置に警告するが、11月3日、通商開

港を宣言するお触れが全国に布告される｡’
ぶけ て

11月お触れの将軍上申と同II)日に、武家伝
そう

奏（武家の要請を天皇、上皇に取り次ぐ役

職)を経る（｢幕外｣十八の78．79．92．107）

箱館に老中の開港の達が届くのは安政4

年12月is日である（｢日記｣)o10月にアメ

リカの貿易事務官のライスを亀田川河口の

米人居留地に案内している。12月20日箱館

奉行は、交易会所の地所の決定に入る。7

月2日亀田川河口のアメリカ人居留地と交

易会所予定地から2km内陸に、新お役所

(五稜郭）の土塁の工事が着工される。

箱館奉行の通商開港のお触れは20日、町

会所から箱館市中郷中に廻され、蝦夷地警

固の東北五藩の箱館留守居をはじめ樺太南

のシラヌシ（白主）会所など北蝦夷地にも

通達されている。

ハリスの「重大事件」の口演

ハリスは安政4年10月21日に将軍家定と

－16－

の謁見後、26日、老中堀田正睦宅で二1時間

の「重大事件」の口演をおこなう。ハリス

は、演説で蒸気機関や通信機器・交通機関

など世界の技術進歩の発展を説き、アメリ

カの西海岸の開発で、東アジアが一段と近

くなった世界の大勢を説明する。

口演後、応接委員の川路・井上らは、公

使の役割と自由貿易についてハリスを訪問。

ハリスは条約の大綱を六か条に要約。①両

国に政務を扱う公使を都下に置く、②現在

の開港場の添港を期限を定め開く、下田は

交易（貿易）に不便なので代港を開く、③

アメリカ船は日本政府に輸入税を払う、④

アヘンの輸入は厳禁、⑤両国民は相対で交

易し役人の介入がない事、⑥以上は十五年

を過ぎる時点で両国政府の一方が望むと改

定できる。

またハリスは、長|崎・箱館のほか下田の

代替に日本アメリカ双方が便利な二，三の

開港を望み、「交易条約を結ぶと、箱館に

は、数百膿の捕鯨船が入港し、鉄錨・鉄鎖

を求め、日本になく何れも本国から輸入し、

日本に貯め置くが、その時必ず税を差し出

す､」ので関税が入ると自由貿易のもたら

す国益を強調する。

2新条約交渉と「自由貿易」開港

新条約交渉の開始に先立ち、12月2日西

丸老中役宅で堀田から、①貿易開始の承諾、

②公使駐在の承知、時期・居住場所．規即

等委細は別途に打合、③下田の代港を含め

3港を開港、が提示される。ハリスは3港

以外の開港場の増設、交渉委員の全権委任

状の交付とハリスの草案をもとに交渉を始

めることを要求。

新条約交渉と会所交易の拒絶

日本側交渉委員の下田奉行井上信濃守と

目付岩瀬肥後守が12月1旧城内の蕃書調所

での第一回目の交渉に臨む。

日本側から、貿易は(1)露国と蘭国との条

約の規定に準じたい、(2)開港場所・貿易仕
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法は露蘭条約に準じ締結し、後に改正、（3

開港に関し国内の人心不折り合いである、

(4)長崎・箱館2港のほか下田を閉じ横浜を

含む神奈川を開港、(5)3港の貿易法は年限

を定め露蘭追加条約に準じる、(6)アメリカ

公使館は六郷川から神奈川の内に置く、（7

長崎・箱館居留地の規則は神奈川に準じる

(8)開港場は日本人と雑居せず、国毎に分け

られる外国人居留地を設置、通商方法は(9

｢露薗との交易方法は、交易場と呼ぶ手広

い場所を港ごと置き、日本アメリカー同こ

の場所に品物を持ち寄り、大勢が互いに入

札して取引（する)」と、長崎と箱館で進

めている「交易会所貿易」を説明する。

それに対しハリスは「自由の商売でなく

役人立会いの貿易」と一蹴。日本委員は

｢役人はその場所に一切携わらず、品物を

買い取りたいものは、誰でも勝手次第にr

ち入り、直接売買いたし、代金品物随意に

取引する、則ち勝手（自由）の交易である

と釈明。しかしハリスは取り合わず、別項

の討議に移る。会談はハリスの交易会所の

拒絶から始まる。

公使の日本駐在と開港場の増大

翌日の会談で、公使駐在地と条約交換の

期日が議論。日本海側の二港の開港がハI

スから要求。また貿易については、「箱館

は、数百膿入港しても、みな捕鯨船で薪水

の調達だけで、日本の産物を買入れる見込

はない､」と断定する。新たな開港場所は

江戸・大坂・京都などの大都市を開き貿易

すると、商売繁盛で国益増大し諸外国も承

服と持論を展開する。

11日の会談で日本は京都開市と大坂開港

は、皇居に近く拒む。ハリスは貿易で年間

三百万両の収入になり、年々政府が富み末

流の大名が衰退し国の都合が良いという発

言。日本委員は幕府・諸藩の両立を主張、

ハリスはあきれた様相を示す。

3港の人口は合わせてもわずか8万人と

－17－

いうハリスに、既に長崎でロシア・オラン

ダに交易会所開港を許可してから長崎に難

しい商人が移住していると反論。

江戸開市と会所交易の放棄

II)日の会談では、日本側から居留は神奈

川横浜で、江戸には商売だけに行く開市力

提案される。日本の問屋制を説明し、神奈

川が開港になれば何十人となく出店すると

強調。

井上らは「(開市の）江戸は長崎市中の

如く、商売差し支えない」「この度条約取

り交した上は、長崎のように会所役人等の

立ち入りは無く、すべて日本人同士の如く

商売させる」と発言さらに「長崎のやり方

でなく大掛かりにする積りで、租税の件に

追って」の話合いと、交易会所による貿易

の突然の中止を表明する。

12月26日までの十回の会談で、京都・大

坂の開市・開港と遊歩・税則以外のハリス

の草案は、年内に大筋で合意が見られる。

交易会所貿易の放棄を受け、安政5年の1

月2日、箱館奉行へ工事中止を告げる内状

が送られる。

(1)「今般長崎表阿間陀（オランダ）通商御仕法替相

成、向後（今後）長崎並箱館両所において、交易

（貿易）御差許有之、魯西亜（ロシア）も同様の振

合に相成候、右については、外条約相済候国々も、

追々右之御処置に可相成候間、可被得其意候、略」

（｢幕外」十八の79)。

「外条約相済候国々」は和親条約締結済みの、ア

メリカ・イギリスをさす。お触れは全国で隈なく実施

されている「維新史料綱要巻一」(p.135-136)。

(5)「自由貿易開港」までの交易会所

1箱館の交易会所と運上会所兼産物会所

箱館の交易会所工事の中止後、アメリカ

人居留地も貿易事務官ライスの反対で取止

められる。安政5年3月25日の日記に「ラ

イス江地所貸渡候儀」「是は畑地の事也」
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とあり、ライスに尻沢辺・谷地頭の官林に

接する畑地（『函館市史史料編』第一巻）

が貸し渡される。河口のアメリカ人居留地

は、この頃に廃止されたと思われる。居留

地一帯は後に馬牧場となっている。

また同年9月ライスの畑地近くの尻沢辺

道沿いに、米・露の領事館地が各々九百坪

並び土地が整備される。')安政5年9月晦

日、ロシア領事一行15名がシベリア経由で

箱館に到着。領事ゴシケヴィッチは領事館

地を、尻沢辺道沿いから箱館山山麓の高台

に要求する。また同年12月海岸町にガラス

を使用する洋風の病院がロシアに賃貸され

る。安政5年8月26日「異船運上会所産物

会所兼帯御普請御用」掛が新たに任命され

同時に安政4年7月2旧と5年正月の村垣

範正任命の「交易会所普請」諸掛は免じら

れる。お役所坂下海岸にある船細工の作事

場を移転させ、「運上会所産物会所兼帯」

と最寄りの地に外国人向けの「休息所（公

設の遊女屋)」が計画される。請負工事に

12月江戸の「伊勢屋伝蔵代伊兵衛」が落

札する｡(2’

安政5年9月箱館駐在の貿易事務官E・

ライスが下田にハリスを訪問、翌春まで滞

在。ハリスの幕府への相談書と在勤箱館奉

行竹内の回答書によると、ライスは貿易事

務官としての報酬が少ないため、入港船に

物品を販売し、水先案内料に手数料を上乗

せ利益を得ていた。竹内は取り締まり上、

入港船に市内の物品の相場表を配り、米船

ミシシッピー号船長の意見を聞き、ライス

の水先案内人の斡旋を止めさせている。ラ

イスは竹内の処置につき下田に来てハリス

に訴える。

安政6年1月24日村垣ら勘定奉行、外国

奉行、箱館奉行連名の箱館限りの複数の外

国人居留地の設定許可の伺いが上げられた

が、目付層により条約に違反すると反対さ

れ、取り下げられている（｢幕外」二十二

-18-

の59)。

「自由貿易開港」の4か月前の安政6年

2月10日、箱館奉行のお触書が掲げられる

幕府は外交政策の一貫性を強調し、安政4

年II月のお触れの交易会所による匠商開始

と安政6年の五か国修好通商条約の開港の

連続性を強調している｡(31

2長崎の交易会所と湊会所

安政5年7月出島出入りの鑑札が廃止に

なり、通商開港に備え新旧商人の出島出入

りが同じ扱いになる。日本は7月にオラン

ダ・ロシア・イギリス・フランスと相次ぎ

通商条約を締結。8月、「此度交易場の内

当時明居候蔵々領事館願いに依って借り渡

し候に付き､､､」と出島内の商館が、日蘭

追加条約以降交易場としてオランダのほカ

イギリスにも使われている。出島内の蔵力

空いているのがわかる。

長崎の交易会所による貿易は、安政5年

II月頃まで続いているのが確認される。

安政6年3月、「新地前に居住のアメ1－

カ人（ウォルシュ）が取締役（領事)」に

5月4日に長崎に渡来するホジソンがイギ

リス領事に就任する。自由貿易開港のひと

月前の安政6年5月「俵物役所は向後湊会

所（運上所)」になる。

外国人居留地は9月から「常盤崎より大

浦海岸地先凡そ壱万八千五百坪余り」の埋

め立てが始まる（以上「手頭留｣)。

3横浜開港と居留地・交易市場

横浜居留地を巡る交渉は、箱館から安政

5年9月に帰府後10月9日外国奉行と箱館

奉行兼帯を命じられる村垣範正らが中心と

なって進められる（｢日記｣)。

II月17日老中太田備後守から、「京師

(京都）なにぶん難しく」と勅許がおりず

日米修好通商条約の批准書交換の延期交渉

が申しつけられる。

12月村垣ら外国奉行が神奈川開港の計画

概要を上げる。①開港場所諸荷物改め方の
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件（運上所と徴税方)、②日本町人の横浜

移住の件（居留地に日本商店街の併設)、

③号砲の件、④神奈川横浜辺り上知の件で

ある。晦日に水野から「横浜最寄り私領」

上知の伺いも挙げられる。同月23日、水野

筑後守、永井玄蕃頭、井上信濃守、堀織部

正、村垣淡路守の外国奉行5名は神奈川奉

行兼帯を命じられる。横浜周辺の村々が居

留地候補に挙げられ、1月上知される。

安政6年2月1日から、神奈川居留地の

開港地所とワシントンの条約批准書交換延

期を巡り外国奉行とハリスの6回の交渉力

始まる。幕府は安政4年時点から条約締結

国毎の居留地の設置を想定している。交渉

で香港の共同居留地をハリスに教えられる

ハリスは居留地を通行の多い街道の神奈jI

宿近辺を主張し、幕府の挙げる寒村の横浜

に反対。またハリスから条約添書で信教の

自由の明記という要求がだされ、一方村垣

らから箱館の複数の居留地区の設置が申入

れられるが、ハリスは回答を保留している

神奈川居留地所は合意がみられないまま

先送りされ、幕府は居留地に日本人商店街

を併設する交易市場を急設する。突貫工事

により運上所が安政6年6月2日の開港日

の前日に完成する（｢日記｣)。

(1)「安政三年ヨリ到慶応三年各国人民貸渡取書類留

北海道立文書館所蔵（簿書95）

(2)「安政五午年ヨリ運上産物会所兼産物会所両会所
（虫歯い）

御普請○○」北海道立文書館所蔵（簿諜AI-3の51

(3)「長崎表阿蘭陀通商御仕法替相成、向後長崎並箱

館両所二おいて、交易御差許有之魯西亜同様之振合

二相成候、右二付而外（和親）条約相済み候国々茂

追々右御処置二可相成段、去ル巳（安政4年）十一

月中触置候通、亜米利加英吉利仏察茂同様御差許有

之、来六月から当港二おいてお取開二相成候間、望

之者御役所江申立交易いたし不苦候、尤仕法等義者

追々可沙汰及候右之通小前末々迄不漏様可触知者也」

（函館市中央図書館蔵「御触書写」『地域史研究はて

－19－

だて』第1(1号p､181・田畑宏解説）

まとめ

安政5年に結ばれる「安政五か国条約」

の日本と各国との通商のための開港場を確

認する。条文でアメリカ・オランダ・ロジ

ア3か国が安政4年の条約を通商を開始し

た条約と理解しているのが判る。

安政5年6月lil日調印の日米修好通商条

約は第三条で、通商の開港場を「下田箱館

港の外、次にいう所場所を、左の期限より

開くべし、神奈川午三月より凡そ十五カ月

の後より、長崎同断、新潟、兵庫」「神奈

川を開く後六ヶ月をして、下田港を鎖す｣。

日米協約で下田・箱館は通商開港がきめら

れ、長崎は和親の開港場となる。従来は日

米修好通商条約の三条の冒頭の文言は、下

田・箱館が日米和親条約の開港場のためと

されている｡('）

同7月10日調印の日蘭修好通商条約は第

二条で「長崎および箱館の港の外、次に戴

する場所を、左の期限より開くべし、神奈

川牛五月より凡そ十三ヶ月、兵庫､､｣。

長崎・箱館は安政4年の日蘭追加条約で通

商開港が定められている｡(2)

日露修好通商条約は7月に調印、第三条

で「下田長崎箱館の外、次にいう処の場所

を左の期限より開くべし、神奈川午七月よ

り十一ヶ月の後より、兵庫､､､｣。日露和親

条約で下田・箱館の御用所を介する通商力

定められ、日露追加条約で長崎と箱館が交

易会所による通商の開港場となっている。

和親条約が締結されるが、通商条約は結

ばれていないイギリスと、7月is日に日英

修好通商条約が結ばれる。第三条で「神奈

川、長崎、箱館港及び町を､､､」と3港カ

イギリスと初めて通商開港場として掲げら

れる。和親条約が結ばれていないフランス

も、9月3日に日仏修好通商条約を締結。

第三条で「神奈川、長崎、箱館港及び村
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を､､」と、英国と同じく3港を通商の開港

場と定めている。

締結の相手国も日本と通商を始めた条約

を理解している。安政元年の「和親開港」

と、外国人の居留を認める通商の「交易会

所開港｣、国交を伴う関税制度による「自

由貿易開港」と、日本は三段階の開港を経

て世界に開国する。

ll石ﾉｷ孝『日本開国史』p.342

(2)ri857(安政4.8.21)幕府、長崎にてオランダ巳

追加条約を調印（最初の通商条約)。9．7幕府、

長崎にてロシアと日露追加条約を調印。長崎・函館

での通商を許可｡」山本博文監修『江戸時代年表』

p.232．年表には、日米協約の締結は省かれており、

日剛追加条約を最初の通商条約としている。

(はこだて外国人居留地研究会）
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官許//箱館全図（函館市中央図書館蔵）

「自由貿易」開港の翌年の万延元年(I8()0)に幕府により作成された絵地図をもとにして刷られている。巴の箱館雲

に市中と近在（壱図)、箱館市中（弐図)、遠望される箱館（参図）が見事に描かれる。老中安藤信正らが、イギリヌ

公使オールコックとの居留地交渉で使用したと思われる彩色画図。①亀田川河口、②アメリカのライスの「亜人宿所｣、

③尻沢辺道沿いの「アメリカ人住居」（領事館居留地)、安政6年2月貸渡しの大三坂上の④「ロシア官吏住居」（謹

事館居留地）の「交易会所開港」期の外国人居留地と、「自由貿易開港」後に築造が始まる⑤大町「外国人居留地』

が描かれる員重な絵図である。（この絵地図の原図と思われるものが、『統通信全覧類輯之部・四規則門法令門』霞

｢箱館居留地規則一件単」に収録。図譜館の「箱館全図」は原図の一部分が省かれている｡）
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橋立出身忠谷・田端家の

函館に於ける商業活動

はじめに

忠谷久蔵・久五郎と田端半七の名前を知っ

たのは平成13年度市立函館博物館「古文

書調査講座」で始まった『酒谷家資料』の

整理、解読中の事である。

『酒谷家資料』とは市内在住の商家①酒

谷家の子孫から寄贈された資料で、の酒谷

家は加賀国江沼郡橋立村字小塩（現石川県

加賀市橋立町）の出身である。北前船経営

に従事し、当主は代々小三郎を襲名した。

四代目酒谷小三郎は19才の時、橋立村の豪

商千七代目酒谷長兵衛の船頭に雇われ蝦夷

地、大坂間を航海した。明治13年(1880)

函館に留まり、千八代目酒谷長平の所有船

数砿を差配し、のち辞して明治15年頃西漬

町20番地に雑貨店を開き、商売の拠点を函

館に置いた。この後西潰町37番地に移転、

雑貨荒物、米穀、酒、塩、煙草等を取り扱

う「酒谷小三郎店」を開業した。

四代目酒谷小三郎は明治40年(1907)1

月に死去。五代目を継ぐ酒谷孝輔が年少の

ため、七代目酒谷長兵衛の妹サンの長男年

酒谷長作が函館に来て、の酒谷家の後見人

を務め、店の切盛りをしながら、自身も商

売を行った。

『酒谷家資料』は①酒谷家に残されてし

た琴酒谷長作の明治から大正、昭和にかIず

ての商売上及び私的（一部の酒谷家の文書

を含む）な文書類から成り、単なる商家の

記録に留まらず、函館の商業活動や道内実

業家との関わりの一端を窺い知る貴重な資

料でもある。

今回取り上げる忠谷久蔵と田端半七はと

－21－

山口精次

もに加賀国江沼郡橋立村の出身である。明

治期の函館における海運業の設立は個人資

本が中心であったが、忠谷久蔵は明治19年

(1886)に渡島組を、田端半七は明治38年

(1905)に千島汽船合資会社を、有志による

共同出資で設立した。しかし、『函館市史

通説編第2巻』「第四節汽船主導の海運

界」には、田端半七の記述はなく、また『橋

立町の歴史』「第十章各地で活躍した人々‐

には、2人の業績を「忠谷久五郎（久蔵の

事。次章函館進出で解説）氏は南樺太も未

だ露領であった明治30年(1897)頃より、

樺太鱗建網漁業に着手した｣、「田端半七氏

はエトロフ島鮭、鱒漁業に着手して之を経

営し、同島建網漁業の草分けとして、函館

漁業界に重きをなし…」と紹介されており

海運業の記述はない。このことから、本稿

では忠谷家と田端家の函館に於ける海運業

を中心とした商業活動を調べ、橋立出身の

北前船経営を中心として活躍していた商人

が、函館に於いてその後どのような商業活

動を展開したかを明らかにし、函館商業界

の歴史の一端を紹介するものである。

本稿は文献と当時の新聞記事（海難事故

広告、商業登記広告）を資料･とし、内容に

函館進出から漁業、海運業、牧場経営、会

社役員、子孫の事業展開を含み、記述の範

囲は明治4年(1871)から昭和20年(1945

迄の約75年間とした。各項では、個人が漁

業、海運、牧場経営が出来るようになった

時代背景を述べ、樺太島漁業では、露領時

代と日本領時代に分け、何故露領時代に日

本人が樺太島で漁業が出来たかを、諸条約



市立函館博物館研究紀要第20号

から詳述する。

忠谷久蔵と田端半七の函館進出

・忠谷久蔵の函館進出

忠谷家は「累代金沢支藩大聖寺藩士｣（1）

で「廻船を業として｣(2)いた。士族格とな＝

たのは献金などの功による。忠谷久蔵は天

保9年(1838)8月生｡:;本籍は石川県江

沼郡橋立村字橋立ウ159番地樫)(現石川県加

賀市橋立町）で、函館は寄留｡(5)橋立で廻

船業を続けながら、明治4年(1871)「出

張店を函館に設けて荒物及海産商」を始め

た。最初は各金津喜兵衛名義で営業し、明

治II年(1881)2月から天忠谷名義に改正

し､(6)大町17番地で営業を始めた。明治1

年（1885）11月三代目忠谷久五郎は久蔵と

改名した｡(7)忠谷家は「由緒書によれば久

五郎一久蔵一久五郎と伝えた｣(8)とあり、

三代目の生没は「天保4年～明治末年」と

なっているが、正しくは「天保9年～明治

30年｣。改名が知られていない為、三代目

は、郷里では久五郎、函館では明治18年

(1885)11月以前は久五郎、以後は久蔵と

呼ばれている。四代目が久五郎なので文献

を見る時は注意が必要である。混乱を避け

る為、本稿では文献の三代目久五郎を久蔵

と改めている。忠谷家の家系は、正しくは

初代久五郎一二代久蔵一三代久五郎（久蔵

と改名）一四代久五郎一五代平安と続く。

忠谷久蔵は函館を拠点に明治12年(1879)

から根室、奥尻島、十勝大津に漁場を開き

明治26年(1893)頃から樺太に進出、漁場

経営を開始。明治19年(1886)2月には商

人や漁業家の共同出資による渡島組を設立。

渡島組はその後函館汽船会社、函館汽船株

式会社と改称、自家の漁獲物輸送を兼ねた

海運業に乗り出した。四代目忠谷久五郎は

明治Hi年(1883)11月家督を相続。明治21

年（1887）に来函し、父久蔵の仕事を手伝

い、久蔵が明治30年(1897)病没すると事
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業を継承、明治32年(1899)から畑・牧場

経営にも着手、家業の拡大を図った。明治

42年(1909)設立の樺太物産株式会社の監

査役、明治44年（1911）設立の合資会社樋

口回漕店の役員、樺太水産団体では各組合

評議員も務めている。

・田端半七の函館進出

田端半七は本名を谷野二太郎と言う。谷

野家は「世々船乗りを業｣(9)としていた。

｢実父は谷野治平と称し、半七(二太郎）に

其次男なり…半七年少同村の船乗業田端半

七の養子となり、養父半七に従って船乗こ

となり、各地を航海」して明治10年(1877

函館にやってきた。谷野二太郎こと田端半

七は嘉永2年(1849)9月生｡!!:本籍は石

川県江沼郡橋立村字小塩．123番地(11)(現石

川県加賀市橋立町）で、函館は寄留。明治

Ill年(1877)から二太郎は函館で漁業家に

なる修業を続けるため「千鳥漁業の有望な

るを看取し船乗を止めて漁業者たらん事を

志し、暫く身を商家に寄せ其実情を明にし

て後ち徐ろに着業するの誤なきを悟り、其

年函館西漬町先代酒谷小三郎（四代目）の

同郷の人なるを便りて…」3D酒谷商店に入

店し、商いの仕方を習得。やがて支店支配

人になり、明治15年(1882)辞して独立、

｢物産水産商酒谷支店e田端商店」を設

立した。田端家は明治15年(1882)から橋

立で船乗業、函館で荒物店の兼業を始めた。

支店支配人の事は『酒谷小三郎（四代目）

事績』112に「三拾五才始メテ自分商店函館

出シ…支店支配人田端半七トス」と記録さ

れている。酒谷小三郎は嘉永2年(1849)

10月橋立村字小塩の生まれで田端半七とは

同い年。明治19年（1886）12月養父田端半

七が死去。二太郎は家督を相続し、半七を

襲名した。明治23年（1890）頃から念願の

択捉漁業に着手、漁場経営を開始した。明

治38年(1905)4月には択捉漁業家の共同

出資による千島汽船合資会社を設立、のち
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合資会社は解散し、明治42年(1909)3月

千島汽船株式会社と改称、自家の漁獲物輸

送を兼ねた海運業に乗り出した。大正II年

(1922）3月合名会社函館塩販売所（大正6

年(1914)6月設立）の役員を務めている

・函館進出と北前船経営からの撤退

田端半七は千島漁業が将来有望と見て船

乗りを止め、漁業家になるため函館に来た

が、忠谷久蔵もまた漁業経営を視野に入才

て函館に来たと思われる。北前船の衰退は

明治20年頃から始まったと言われている。

原因は汽船の登場、鉄道や通信網の発達力

上げられるが，加えて「綿花はインドから

の安い輸入綿花に圧倒されて明治20年代に

入ると生産量が激減…藍はヨーロッパの化

学染料に次第に押され…菜種油は灯火用、

搾り粕は肥料だったが、ランプさらに電灯

の普及などで灯火用の需要が減り…｣⑬と

肥料としての練の需要減少と不漁を上げ、

産業構造の変化を指摘する説もある。

忠谷久蔵や田端半七が函館へ進出を始め

た時点では、北前船の衰退は予測出来なかっ

たと思われるが、橋立の忠谷家は明治37年

(1904)1月廻船問屋を廃業。小塩の田端

家は大正15年(1926)4月設立の田端漁業

合資会社本店を、昭和12年(1937)8月函

館に移転。両家とも兼業をやめ、その後函

館で商業活動を展開した。

il『開道五十年記念北海道』（大正7年8月1011発

行鴻文社）

(2)『北海道立志編第2巻』（明治36年12月15||発イ

北海道図譜出版合資会社）

(3)(2)と同じ

(4)『北海道国有未開地処分法完結文書貸付台帳』（1

海道立文蓄館蔵）

(5)一時的に本居を離れて（旧法では(Ill日以上)、。、

そに住むこと。

(6)『函館新聞』「広告」明治11年2月8日

(7)『函館新聞』「広告」明治IN年11月11日

(8)『加償江沼人物瑚典』（平成元年4月20日発行江

沼地方研究会）

(9)(1)と|司じ

II『人事興信録』（大正7年9月15日発行人事興｛

所）
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11『函館新聞』「商業登記公告」昭和12年12月17日

⑫「酒谷商店関係茜類等」（資料番号15-71市立函

館博物館蔵）

⑬『海の総合商社北前船』（平成15年3月30日発行

無明舎出版）

忠谷久蔵と田端半七の漁業活動

明治政府は明治2年(1869)9月場所請

負制廃止を布達したが、場所請負人から反

対が起こり、漁場持と改称。だが実態は従

来と変わらなかった。場所持が廃止された

のは明治9年(1876)9月で、明治10年頃

から一般の漁業志望者に門戸が開かれる。

一方樺太島は明治8年(1875)5月『樺太

千島交換条約』により、従来の雑居地から

ロシア領になった。田端半七が択捉島、忠

谷久蔵が樺太島で漁業が出来るようになっ

た時代背景と忠谷久蔵が露領時代の樺太島

で何故漁業経営が出来たのかを、『諸条約雪

の条文から見てゆき、忠谷久蔵と田端半七

の漁業権、忠谷久蔵、久五郎の漁獲高にも

言及する。

。開拓使の漁業政策

明治政府は明治2年（1869）7月8日開

拓使を設置。同8月15日蝦夷地を北海道と

改称し、II国Sli郡を画定、北海道諸郡の分

領支配を始めた。開拓使は同9月28日場所

請負制廃止を布達。廃止の理由は「…中央

集権的統一国家を樹立するため、封建的体

制を打破していく必要」があり「場所を返

上せしめ、その独占を打破して、全道沿岸

漁場を開放し、一般人民の企業に便宜を与

ふる｣(1)ためだった。因みに明治2年(1869

開拓使設置時の択捉島紗那、根室、十勝、

奥尻島の場所請負人は順に栖原半六、藤野

喜兵衛、杉浦嘉七、荒尾新右衛門。択捉島

は安政元年(1851)12月21日に調印した「日

露和親条約」により、当時日本領であった。

開拓使の方針は「あらかじめ諸必需品の

仕込みや労働力の確保を必要とする漁業経

営の特殊性をかんがみて、場所請負制を
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[年々漸々］に変革する｣⑫)ことだったが、

廃止を布達すると場所請負人からは反対運

動が起こり、結局明治2年(1869)10月2

日「請負名目被廃候二付、当分漁場持卜相

唱可申、､其余ノ義ハ従前ノ通り」と布達。

場所請負人は漁場持と名称が変わっただけ

となった。次に、開拓使は漁場持に移民誘

致を働きかけ、新しい漁場開拓を奨励。根

室開拓使出張所は明治2年(1869)10月頃

から漁場持に暫時府県から移住民を募集し

漁場開業を望む者は誰でも身分に応じて許

可することを論達。新規出願の柳田藤吉に

は根室、花咲両郡の各漁場33ヵ所の新開を

許し、柳田藤吉は自費をもって渡島国や奥

羽地方から漁民を根室に移住させた。函館

出張開拓使庁は明治4年(1871)11月奥尻

島で、本籍・寄留を問わず開拓を望む者は

全島の漁業に関し将来十分の見込みを立て

た者にかぎり、営業を許可すべきことを布

達。民間人の漁業奨励を始めた。

漁場持を廃止したのは明治9年(1876)

9月2旧で、漁場、昆布場は営業志望者に

割渡す旨を布達。漁業志望者に門戸を開放

し、一般の資本力のある者が漁業に着手す

る道が開かれた。

・樺太島における漁業の展開

明治政府は明治3年(1870)2月13日樺

太開拓使を開設。当時樺太は安政元年

(1854)12月21日に調印した『日露和親条約

第2条』により、是迄の仕来り通り雑居

地で、樺太開拓使開設当時の樺太の場所請

負人は栖原角兵衛と伊達林右衛門であった

開拓使は明治3年(1870)3月樺太に官

営場所を開設。当時官営場所4カ所に対し

民有場所は15カ所であった。同9月全島の

漁業に関し、将来十分の見込みを立てた者

にかぎり営業を許可することを布達。漁業

志望者に門戸を開放、漁業に着手できる道

を開いた。明治7年(1871)には「開拓使

樺太支庁の調査に依れば官営漁場は二ヶ所
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で、栖原、伊達の経営に係わる者五十七ヶ

所に及んだ｣(3'と言われている。

明治8年(1875)5月7日に調印した

｢樺太千島交換条約第1款、第2款」に

より、日本は樺太島の権利をロシアに譲り

その代わりロシアはウルップ島以北IS島の

クリル諸島を日本に譲り、樺太は雑居地力

らロシア領になった。しかし漁業に関し~r

言えば、「同条約第6款第1、第2」に

日本船の樺太コルサコフ港に来る者の為に

Ill年間港税、海関税を免じ、日本船や商人

が通商航海の為オホーツク海諸港、カムチ升

ツカの港に来ることを許し、海岸に沿って

漁業を営むことを許可している。明治8年

(1875)8月22日に調印した「条約付録

第1条、第2条」では従来樺太で漁業に従

事していた日本人の漁民は引き続き漁業を

継続し、諸税を免除されることが明記され

営業の継続にはロシア国に対して願書と漁

業に従事していた事を証明する届出が必要

になった。「樺太千島交換条約」と「条約

付録」には、新たに樺太に行って漁業を営

む条項はないが、樺太がロシア領になって

も日本人の漁業が続けられる事が明文化さ

れていた。

当初樺太で漁業に従事していた漁民に、

以上のような特典がありながら、日本政府

は「本邦人が依然該島で漁業を営めば露人

との紛擾絶えないだろうと憂慮し、殆んど

強制的に漁民に漁場を放棄させ…」この為

栖原角兵衛は「七十年間苦心経営した漁場

と巨額の財産を放棄して引き揚げることと

なり、其の損害百万円に及んだが､政府は僅

か一万八千円を補償した…｣例だけだった

その後「函館天神町木田長右衛門（タラ

イカに漁場を有す)、内澗町佐藤和右衛F

(シッカに漁場を有す）の二人｣(5)は願書を

提出し、その他政府に陳情する者もあり、

｢日本政府でも条約の解釈上、漁業者に撤

退を命ずるの必要なきを'悟りたる為め、其
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翌年即ち明治九年二月に至りて政府より

[露国と交換相候樺太島に従事漁業営居候

者は旧漁場に於て引続き営業不苦候]｣(6)と

布告を発し、漁業を営むことが出来るよう

になった。しかし営業の継続に必要な願書

と証明の手続きをしなかった為、後から日

本の漁民は新漁業者として扱われロシアの

過酷な課税に苦しむ事になる。明治hi年

(1883）5月ロシア政府は漁業税法を発布

この時点から日露で課税に対する協議が繰

り返される。

樺太に出漁するには渡航手続きが必要で

｢其領土が露国政府に属して居るから…渡

航の船舶は最寄の税関（函館、新潟、小樽

の三港を経由するもの多し）に於て外国渡

航の認可を受けなければならず｣、航行に

｢遠く北海道の西海を経過し、彼の大島、

小島、利尻、礼文島の急潮と暴風怒涛を凌

いで」行き、また「樺太にては品物購買、

人夫の傭入など万事不便であるから、漁業

に要する船、漁具、漁夫は勿論、漁場建設

に要する大工、鍛冶工等並に其食料品より

漁獲物及加製用の食塩、謹縄等一切の品物

を搭載しなければならず、又漁業終了に際

しては一般の雇夫並に水産物を携帯して帰

らなければならない…｣(7)状態であった。

露領樺太島で漁業を営む場合は借区料を

支払った。「千九百三年貸与スヘキ沿海州

及薩姶I睡島沿岸漁場区域表（千九百二年十

一月十一日総督代理陸軍大将［ベ子フスキー］

氏許可)｣(8)によれば、ロシア人の借区料は

総て25留。日本人は、東海岸（第1号～第

89号)150～250留。亜庭湾（第90号～第15

号)150留。西海岸（第156号～第236号）

25～300留であった。

このほか日本人は以下の税金を負担した

営業・番頭・印紙税。布度税（漁獲物の輸

出税)。釜税（〆粕製造の薪代)。地税（納

屋、干場借用の土地代)。伐木税（漁場用

木材の伐採代)。人夫薪税（暖炉、煮物用

－25－

薪代)。舟税（昆布、無脊骨海産採収税)｡(9)

日露戦争に勝利して、明治38年(1905)

9月5日に調印した「日露講和条約第9条」

で、樺太島南部及その付近の一切の島喚は

日本に譲与され、その譲与の北方境界は1

緯五十度と定まった。

この時から南樺太は日本領となり、「同

第11条」ではロシア国は日本海、オホーリ

ク海、ベーリング海に瀕するロシア国領地

の沿岸の漁業権を日本に許与し、詳細は明

治40年(1907)7月28日に調印した「漁業

協約」に結実した。

南樺太が日本領になったことにより、以

後行われる漁業は明治38年(1905)8月7

日の官報（陸軍省告示第15号）で告示さオ

た「樺太漁業仮規則第2条、第3条、第

4条、第6条」により行われる事になる。

漁業を許可する漁場は、ロシア政府の公

示した1903年（明治36)度漁場区域表に掲

げるもの、1899年（明治32)ロシア政府力

長期の許可を与えた漁場で、漁業を許可す

る漁場は漁業料を競争入札にし、落札者に

許可した。競争入札は日本人で管轄軍簡力

相当の資格あると認める者、軍簡が予定す

る金額以上の最高額入札をした者を落札者

とし、ロシア政府から明治36年度の漁業の

許可を受けた者、従来ロシア政府から漁業

の許可を受けたロシア人の漁場を借受け漁

業に関する建物その他財産を現に該漁場に

有する者、樺太在住ロシア人で従来ロシア

政府から漁業の許可を受け現に該漁場に於

いて自ら漁業を営む者に、管轄軍術は優先

の詮議を与えた。忠谷久五郎は優先を得て

いる。

・田端半七と択捉島漁業

田端半七は明治「廿三年の頃…千島択捉

に於て、鮭鱒の漁業を開始し…漁業の仕込

を｣側したが「然るに其年同島に於ける漁

業仕込共に大不漁に遭遇し意外の打撃を受

けて巨額の損害を受けるに至り…」失敗。
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明治23年(1890)の『北海新聞』を見ると

この年択捉島は鮭鱒とも豊漁で、この「大

不漁」は経験不足から来る漁獲量の少なさ

と考えられる。「物産水産商酒谷支店e

田端商店｣irの大損害で主家①酒谷家の家

運も傾き、『酒谷小三郎事績』棚に「…則チ

四拾五才迄諸財産トモ凡ソ四万円以上財産

ヲ所有也、支店支配人田端半セノ為明治廿

七年則チ自分四拾五才七月十七日諸財産ト

モー時分粉シ金主ハセ歩払」とあり『北海

道立志編』「酒谷小三郎氏」では、手厳し

く「…支店員に狭好の徒あり、財を私して

大欠損を生じ家運一鉄奈何ともし難きに至

る…」と書かれている。因みにこの酒谷家

の苦境を救ったのは旧主の手酒谷長平であっ

た。やがて「其後廿七年同島未曾有の豊漁

に依り一挙巨万の利を博するに至り」漁業

経営を軌道に乗せ、この成功で「従来の荒

物店を止め海産物問屋を開業、同島の漁業

を継続」した。

田端半七の択捉島漁場は紗那郡西浦別飛

村にあり、択捉島の漁業権は鮭鱒で、漁場

はISカ所あった（表1参照)。択捉島全体

の収獲高と価格は市立函館博物館研究紀要

第17号「択捉漁業と駒井漁場」を参照のこ

と。田端半七個人の収獲高と価格は今のと

ころ不詳である。

・忠谷久蔵と漁業活動

忠谷久蔵は明治「十二年根室の鯨漁場に

二十数統を購ひ、二十一年奥尻島に十数統

を買ひ又十勝国大津に鮭網十数統を建て

…｣⑬た(表2参照)。明治19年(1886)頃

までは、根室・奥尻・大津の収獲物の運搬

は自家の商船を使い、後で述べる渡島組を

設立してからは渡島組の渡島丸や北海道丸

を利用したと思われる。忠谷久蔵は明治3

年(1897)没。後は久五郎が継承した。根

室、奥尻島、十勝大津、各場所の漁業権は

鮭、練（陳〆粕)。根室漁場は9カ所、奥

尻島漁場は3カ所、十勝大津漁場は今のと

－26－

ころ不詳である。明治26年(1893)頃力

らII樺太島漁業に乗り出し、漁場は最初1

束海岸区ロモーから始まり、明治;;i年

(1898)東海岸に移り、明治32年(1899)

西海岸に7カ所漁場を持ち、この時が最多

の漁場で、翌年から大正7年(1918)まで

3カ所になっている。

根室、奥尻島、十勝大津の全体と個人の

収獲高と価格は今のところ不詳だが、忠谷

久五郎個人の樺太の収獲高と価格は明治2

年(1896)から大正7年(1918)まで（表

3参照)、樺太島全体の収獲高は明治25圧

(1892)から明治36年(1903)まで（表4

参照）判明した。

忠谷久五郎は樺太島ではどの程度の漁業

家だったのか。それを示す明治32年(1899

の資料がある（表7参照)。

この資料から上位5人の収獲高と収獲金

額を抜き出してみると、忠谷久五郎の収穫

高は上位5人の中に入り（表6参照)、樺

太島漁業家52人中の上位5人は実に全卿体の

収獲高の35.26％を占め、収獲金額は34.6

％を占めている。樺太島漁業家の中では、

大漁業家と言える。

豊漁、不漁はあるものの、忠谷久五郎は

どの位の利益を得ていたのか。それを示す

資料は今のところ見当たらないが、明治3

年『樺太と漁業』の樺太島漁業家全員の諸

費と『薩ﾛ合睡島漁民収獲一覧表』の収獲金

額（表5参照）から、52名の純益を試算し

てみた。明治32年の収獲金額は1.097.333

958円。諸費は879,000.49円。収獲金額力

ら諸費を引いた純益は218.333.468円。5

名で約22万円。収獲金額に対し純益は利益

率にして約20％になっている。

樺太島漁業は「領有後も其の経営の中心

は依然として函館にあり、漁夫の給料は勿

論、漁具、米噌、塩、縄、漣等一切概ね函

館で供給し、漁獲物も亦約九割は函館に輸

入して各地に販売｣胴していた。
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忠谷久蔵根室、奥尻島、十勝大津の漁業権

根室漁場く表2

田端半七択捉風の漁業権晒館西演町）

紗urn''西浦 ＜表1

『根室市史』（昭和43年7月30日発行）から作成

奥尻島漁場

矢本信三択捉島の漁業権（函館天神町）

蕊取群西浦
『江差町史第2巻資料2』「忠谷家文書」から作成

十勝大津漁場

※「函館区忠谷某ノ漁場多数…」と確認出来たが詳細不明

典拠資料『北海道殖民状況報文十勝割
『択捉嶋漁業権者名簿』駅捉嶋水産会大正15年1月調）

から作成

<表3忠谷久蔵・久五郎樺太島漁業権収獲高・収護金額一覧表

－27－

漁場の位置

目梨群（羅臼〕

野付郡（別海）

標津郡（標津

錬定免許番号

第120号
第22号

鮭定免許番号

匡
云
旬
匡
表
旬
戸
表
口
腫
工
ｑ
に
表
・

ワ
ー
、
〕
Ｊ
句
ベ
ロ
ロ
月
強
Ｐ
ｎ
Ｕ

１
上
司
０
入
口
乙
ｑ
ム
、
乙

第
第
第
第
第

第37長

第3長

漁場の位遥

別飛村字ｼﾔﾏﾂﾊﾏ

別飛村字ﾀﾆﾑｼ員

別飛村字ﾀﾆﾑｼ胃

別飛村字ﾀﾆﾑｼ§

別飛村字ﾀﾆﾑｼ畠

別飛村字ﾀﾆﾑｼ畠

別飛村字ｼﾔﾏﾝｸｼﾅｲ

別飛村字ﾝｦﾜﾀ;！

別升銅字ﾝｦﾜﾀ!；

別飛村字ｦﾎﾝｺﾂﾅ′

鱒免許番是

紗鱒定第120号

第19号

第18号

第21号

第22号

第26号

第102号

第341号

第103号

第343号

鮭免許番暑

紗鮭定第122号

第20号

第/!I0

第/i.r-

第24長

第118与

第342手

第104*

漁場の位置

奥尻郡薬師村字初松前

奥尻郡青苗村字青留岬

奥尻郡青苗村字高屋敷

鯨建網免許番号

蕊取村字ﾄｲﾀﾘ 蕊鱒定第158号 蕊鮭定第160号

時ノリ

漁業権者

漁場番号
と名称

収獲物種類

魁
興
箆

錬〆荊

領擢
数の子
魚粧

合計

明治29年(1896：

忠谷久蔵

煉
口

１ 海岸E
モー（ﾇｲｽｷー 湾付近〕

収狸高（石）

1.000.0
350.0

1.350.01

収獲金額（円）

16,000.0011
4.665.500

20.665.500

明治31年(1898

東海岸
80カモイクシ

収獲高（石）

36.0

36.0

ｽ谷久五郎

収狸金額（円）

534.074

534.074

明治32年(1899）

忠谷久五脚

3か所
スポ
ントマ

イボ

に
ぺ
べ
判
ナ

他
カ
ン
ナ
ポ

西海倖
203チ
204オ
205h
207H

収獲高（石

515.22
4,018.32

4,533.55

収獲金額（円）

8,050.461
52,238.161

60,288.629

明治33年(1900)

忠谷久五目

西海眉
203チーカペスボ
204オロンベントマI
205トモナイ

収獲高銃

64.0C
43,315.01

鱈541.01

43,920.01

収獲金額（円〕

103.68〔
62,806.750

4,912.28

67,822.71

時蕊

漁業権者

漁場番号
と名称

収獲物種類

創
農

錬〆§
身欠倒

乾魚、鯉
数の子
魚力I

合計

明治34年(1901

忠谷久五郎、藤田、細野

西海岸
;'l)3チーカペスボ
201オロンベントマ1
205トモナハ

収狸高怖〕

147.0

521288.0’
440.0

69.0（

1.196.01

54,140.0

収獲金額（円）

190.220

65,717.160
646.710

162.130
1,614.600

68.330.820

明治35年(1902

忠谷久五郎

西海岸
203チーカペスオ
204オロンベントマ’
205トモナィ

収獲高飾）

250.(HI

67.556.00

乾625.00

2,328.00

収狸金額（円）

明治36年(1903)

忠谷久五帥

西海岸
203チーカペスオ
204オロンベントマI

2(1:.トモナー

収獲高（布ヨ

91.633.00
211.00

20.01)

3.512.00

95.376.00

収獲金額（円）

明治39年(1906〕

忠谷久五良

西海償
203チーカペスボ
204オロンベントマ’
205トモナー意

収獲高（石）

4.700.00

4,700.00

収獲金額（円
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『露国領薩姶健島漁業報告』I露領亜細亜沿岸二於ケル本邦人漁業許可一作j『漁業関係報告』（外交史料館所蔵）

『樺太水産量事』『樺太水産規則』『樺太漁業法麺『漁業料並最近三ケ年収獲高（大正4年～大正7年）』から作成

※樺太は明治29年から明治36年迄は露領。明治39年から大正7年迄は日本領

※漁獲高は、明治33年から明治36年迄は布度（プード）。1プードは4貫360匁4分4厘

※203の漁業権は大正8年金津久太郎外1名に変更。204.20!)の漁業権は大正II年忠谷寅吉に変更
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時期

漁業権者

漁場番号
と名弼

収獲物種類

蛙
鱒
錬

錬〆粍
身欠餌
鐸
鋸
諦

合計

明治40年(1907〕

忠谷久五良

西海員
203チーカペスボ
.MオロンベントマI
205トモナ列

収護高（石

52.Ill
10,300.01

10,352

収狸金額（円：

明治41年(1908:

忠谷久五郎

西海岸
203チーカペスポ
204オロンベントマリ
205トモナィ

収獲高（石〕

5.800.(](

5.800.01

収獲金額（円）

明治42年(1909

忠谷久五脚

西海岸
203チーカペスポ
204オロンベントマ！
20=1トモナ部

収独高（石〕

17
5,909.01

5.926.01

収獲金額（円

明治43年(1910)

忠谷久五劇

西海倖
203チーカペスオ
204オロンベントマリ
205トモナィ

収獲高（石

3.0C
103.00

7.249.00

7,355.

収謹金額（円

時鞭

漁業権者

漁場番号
と名称

収獲物諏

錬〆

鮭
鱒
錬
粕

蝉
蝿
毎
紬

嶺
数

合計

明治44年(1911〕

忠谷久五良

西海眉
203チーカペスポ
204オロンベントマ1
205トモナィ

収獲高（王

3.Oi

5,085.

3.033.(;(

収謹金額（円：

明治45．大正元年(1912

忠谷久五郎

西海岸
203チーカペスボ

204オロンベントマリ
205トモナィ

収獲高（石〕

32.01
7.120.0

7，15201

収獲金額（円）

大正2年(1913：

忠谷久五郎

西海岸
203チーカペスボ
204オロンベントマ'』
205トモナイ

収獲高（石

2.0〔

4,553.0

4,555

収獲金額（腰

大正3年(1914）

忠谷久五郎

西海旨
203チーカペスオ
204オロンベントマリ
205トモナダ

収獲高（石

24.00
5,536.00

5,560.00

収獲金額（円

時凝

漁業権者

漁場番号
と名称

収獲物種調

鮭
鱒
蝿
総
撫

合計

大正4年(1915）

忠谷久五良

西海償
203チーカペスボ
204オロンベンi､マ’
203トモナィ

収獲高（そ

3,088.0（

3.088.00

収狸金額（円：

大正5年(1916〕

忠谷久五郎

西海岸
203チーカペスボ
204オロンベントマリ
2051､モナィ

収獲高（石〕

1,586.0

1,586.01

収獲金額（円〕

大正6年(1917

忠谷久五郎

西海岸
203チーカペスボ
204オロンベントマI

205トモナィ

収穫高（石：

1.0

1,585.0

1,586.0

収穫金額（円

大正7年(1918〕

忠谷久五閏

西海片
203チーカペスオ
204オロンベントマI，
203トモナィ

収獲高（石

796.01

796.0〔

収狸金額（円
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株式会社国幣刊行会）

(7)(6)とI司じ

(8)(6)と同じ。＜注＞留はルーブルの事。『樺太事情

（明治38年9月15日発行金港堂諜籍株式会社）に

よるとl留は96銭。布度はプードの事。lプードは

4貫360匁4分4厘。

(9)(6)と同じ

Ill『開道五十年記念北海道』（大正7年8月1(1日発

行鴻文社）

Ill『函館実業者便覧』（明治37年11月発行北洋社）

112「酒谷商店関係書類等」（資料番号15-71市立函

館博物館蔵）

1131(10)と同じ

側『漁（すなど）り工（つく）る北洋』（昭和63年8

月31日発行五稜出版社）

㈱(3)と同じ

樵太島日本人錬粕、鮭、鱒の漁穫高（石）＜表4＞

『樺太事情』(明治38年9月15日発行金港堂書幣蕊爵社）
函館の海運業における忠谷久蔵と

田端半七

漁業経営には収獲物の運搬手段として船

舶の確保が必要である。明治20年代は忠谷

久蔵が渡島組を設立、明治30年代には田端

半七が千島汽船合資会社を設立し、自家の

収獲物運搬にも利用した。函館には個人で

海運業を始めた平出喜三郎や西出孫左衛門

など多くの人々がいたが、忠谷久蔵と田端

半七は有志による共同出資で海運業を始め

た。渡島組を改組した函館汽船会社・函館

汽船株式会社、千島汽船合資会社解散後の

千島汽船株式会社設立についても検証する。

・明治期函館海運業の概観

明治20年代の海運業の発達について、

『函館市史通説編第2巻』は「…明治20

年代に政府保護のもとに日本郵船、大阪商

船が命令航路や補助航路網を全国の主要港

湾にめぐらし、それらの定期航路網を中心

に、この二大海運会社が沿岸航路を掌握し

ていった。これと対抗しつつ全国各地の群

小の船主が大型の汽船を導入して汽船によ

る海運業、特に貨物船経営にのりだしはじ

めた」と述べている。この頃から日本郵船、

大阪商船の二大海運会社の船舶を社船と言

い、これ以外の中小海運会社が所有する船

舶を社外船と呼んだ。

樺太漁業家明治32年収種金額と52名の諸費く表5＞

『薩吟種島漁民収獲一覧表」『樺太と漁業』から作成

樺太漁業家明治32年収種高と収種金額く表6＞

(1)『新撰北海道史第3巻』（平成2年II月3(1日復刻

清文堂出版株式会社）

(2)『新北海道史第3巻通説2』（昭和46年3月30

日発行北海道）

(3)『函館市誌』（昭和Ill年12月20日発行函館日日新

聞社）

(4)(3)と同じ

(5)(3)と同じ

(6)『樺太及北沿海州付録』（昭和52年8月5日復刻

-31-

明治 漁場姿

11（

15（

l;n

22;

12（

Ill

10％

錬粕

3,317.950

4,918.800

8,747.900

6,656.829

12,092.67

16.592.08

32.609.291

45,726.57

40,721.09

52.192.67

61.401.:!3

90‘013.50

2,516.82（

7.023.uul

5.915.37

7,619.59［

19,391.74

8.589.701

6,335..：

8,379.79［

7,719.333

3.089.39

2,217.932

2,559.325

20,417.881

16,764.551

17.221.211

19,716.16：

10.124.63｛

34246.57（

11.228.92（

22,959.211

8.697.049

12,626.461

18.319.<.v

16,861.86‘

収獲高（石）

77,6021920

77.602,92(

収獲金額（円）

1.097.333.9!i8

1,097.333.958

仕込諸費項

漁具一切仕込

漁業塩60,461俵

米噌、食料、石油
等消耗費

人夫、
人・土

蕊鶏漁夫
税、日本f

薙総
率
錘
需

露
事

什込金額CP

288.166.9

421471.31

100.181.0

148,834.90

145.880.00

153,466.25

879.000.4

順位

合計

氏 名

内山吉フホ

笹野栄吉

米林伊三郎

山本巳之、

忠谷久五良I

収獲高（石

7,322.2（

6,448.03

4,716.88

4.624.90

4,533.55

27,645.厩

収獲金額（円）

101.193.91f

93,796.36（

61,978.744

63,347.81

60,288.62（

380,605.46（
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明治20年代、道内各地に設立された主要

汽船会社（社外）は12社（表1参照)。地

元有力商人や有志漁業家による設立で、資

本金は4.000円から100.000円。50,000円前

後が多く、組又は会社で設立し、のち会社

や株式会社に改称している。なかには商船

組のように、改称した松前商船株式会社を

解散。仕事を分業して、新たに松前商船株

式会社と松前運輸会社を設立している所も

ある。地域別で見ると、函館、松前、江差

がいち早く海運業に乗り出し、渡島組、岩

内汽船会社、天塩北見漕運会社を除く海運

会社は明治20年代には姿を消した。

明治30年代に入ると、明治31年(1898)

II月有珠郡西紋篭村に資本金37,500円の噴

火湾汽船株式会社、明治35年(1902)3月

小樽区に資本金130,000円の海運株式会社、

明治38年4月函館に資本金65.000円の千島

汽船合資会社が設立された。忠谷久蔵と田

端半七は、船の航路（寄港地）から考えて

(表2参照）漁期間は自己漁場の運搬に使

用、それ以外の期間は運賃積みや貸船をし

ていたと思われる。

・忠谷久蔵と海運業

明治Ill年(1886)2月函館の商人有志が

資本金25.000円の渡島組を末広町115番地

村山紋太郎店舗に設立し、海運業を興した。

発起人は荻野喜兵衛（忠谷久蔵の惣理)、

飯田重助（雑貨荒物商)、坂口治兵衛（水

産商)、本庄丑吉（物産商)、村山紋太郎

(回漕業)、笹野栄吉（漁業)、中村庄兵衛

(醸造業)、小林吟次郎（東京)、大島重太

郎（新潟）の9名。設立時の役員構成は不

詳だが、明治21年頭取は村山紋太郎（表3

参照)、取締役は忠谷久蔵と中村圧兵衛が

なっている。出資額は不詳。

渡島組は汽船渡島丸(1)を使い、営業成績

は順調に伸びた。経営の目途がつき、業務

の拡張をはかるため、明治21年(1888)2

月資本金を100,000円に増資。西洋形汽船

－32－

で諸貨物運搬を行うため函館汽船会社に改

組し、3月から営業を開始した。発起人は

小林吟次郎を除く、忠谷久蔵、中村庄兵衛、

飯田重助、本庄丑吉、坂口治兵衛、大島重

太郎（代小田井助右衛門)、笹野栄吉、村

山紋太郎の8名。初めて忠谷久蔵の名前が

登場する。株主総会で渡島丸と北海道丸の

購入を議決、2股で営業した。社長は田中

正右衛門で、取締役兼支配人は笹野栄吉。

取締役は忠谷久蔵、広谷順吉、村山紋太郎

脇坂平吉である。明治21年（1888）3月lil

日本社を末広町115番地から西漬町32番地

へ移転。同年6月8日業務の都合で東漬町

l番地へ移転した。明治22年(1889)11月

26日には船場町21番地の埋立地へ社屋、倉

庫2棟を新築して移転した。明治25年

(1892）には北門丸を購入、3膿体制で営

業を続けている。

明治26年(1893)II月22日社名を函館汽

船株式会社に改称。明治28年(1895)北雄

丸を購入し、4膿体制とした。株式会社に

改称時の役員構成は不詳だが、明治28年7

月には社長不在で専務取締役は広谷源治と

なっている。取締役は忠谷久蔵、笹野栄吉、

高橋文之助で、監査役は筑前善次郎と能登

善吉。明治29年(1896)12月択捉島紗那で

北海道丸が遭難。翌30年都丸を購入し、4

砿体制を維持している。

渡島組の営業状況が分かる資料は今のと

ころ見当らないが、函館汽船会社、函館汽

船株式会社の営業状況は、数少ない「実際

報告」や「事業報告」（表4参照）から多

少は知ることが出来る。

利益金も1万円以上出ており、利益金配

当・分配表で見る限り積立金、償却費、賞

与金、役員報酬金、配当金、後期繰越金に

充当されており、経営は順調だったように

思われる。

北海道丸(2)は明治21年(1888)12月in日

根室港に停泊中大時化に遭い、岩盤に触れ
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て船底を3カ所破損した。破損箇所より海

水の浸入があったが、修繕をして事なきを

得ている。北海道丸は積荷昆布五百石、船

客百名を搭載し、同港で昆布千九百石余を

積取り、函館へ向け出帆の予定で、遭難の

際、船客と積荷は陸揚げし、無事であった。

更に北海道丸(3)は明治29年(1896)12月1

日、択捉島紗那以南一里字有萌で荷積みし、

紗那に向かう途中暴風に遭い、字ヲンネリ

の沖合百余間のところに座礁。損傷し浸水。

乗客（漁夫)、船員220余名は無事だったが、

積荷の鮭1.000石余、鱒200石余は浸水、流

失した。

忠谷久蔵は明治30年(1897)に死去した

が、それ迄は筆頭株主（表5参照）で、実

質的な創立者であった。持株は最高の638

株で、2.000株の内31.9%を占めていた。

長男の忠谷久五郎は久蔵の業務を継承した

が、函館汽船株式会社の役員にはなってい

ない。明治31年(1898)6月現在旧株620

株、新株269株。合計持株889株(3,000株

の29.6％）を持っていたが、明治33年

(1900)12月全ての持株を売却し、函館汽

船株式会社から手を引いている。函館汽船

株式会社は大正2年(1913)2月17日に解

散した｡（4）

・田端半七と海運業

明治38年(1905)4月15日千島択捉島で

漁業を経営する有志7名が共同出資し、資

本金65.000円の千島汽船合資会社を西潰町

13番地田端半七店舗に設立した｡5目的は

海上物品旅客運送業。代表役員は（表6参

照）田端半七、駒井弥兵衛（初代）で、役

員は平田初熊、鳥海義映、飯岡新吉、川畑

孫市、近江亥之助。出資額は飯岡新吉5.000

円、他は各10.000円。しかし、合資会社

『第参回考課状（明治39年7月1日～12月

3旧)』によると烏海義映、平田初熊は各

12,500円。田端半七、駒井弥兵衛、近江亥

之助、川畑孫市は各10,000円で、飯岡新吉

－33－

の名前はない。

汽船共盛丸を大阪三原造船所で新造。明

治38年(1905)9月から営業を開始した。

翌年天照丸を購入、千島航海に充当した。

『第参回考課状』によると、共盛丸の価格

は57,()()()円。天照丸は85.607円余。乗組員

は、共盛丸23名（内訳船長、機関長、一

等運転手、一等機関士、二等機関士、事務

員各1名の合計6名。水夫及び火夫17名)、

天照丸26名（内訳船長以下同じ6名。水

夫及び火夫20名）である。営業状況の分か

る資料は『第参回考課状』しかないが、

｢本期間二於ケル当社営業ノ状況ハ前期二

比シ精々好況ノ如クナリシモ船舶増加ノ為、

全業者問ノ競争依然トシテ賃率ヲ引上ル能

ハザルノミナラズ、割戻シ等ノ方法ヲ以テ

現状ヲ維持セル有様ニシテ収益ヲ増加シ能

ハザリシハー般不況ノ結果ナリト思考ス」

とあり、利益金と繰越金の合計は4,722円

7銭1厘。内訳は社長報酬金150円、共盛

丸・天照丸賞与金各300円、事務員賞与金

30円、後期繰越金3,942円7銭1厘となっ

ている。

天照丸(6)は明治10年(1907)7月11日濃

霧の為礼文島船泊村字金田岬北東の沖合約

2海里の海馬礁に乗り上げ船底を損傷。択

捉島で塩鱒を積み込み樺太マウカに寄港し、

引き揚げの漁夫と貨物を積み取り、函館に

向かう途中であった。乗客（樺太島引揚漁

夫、その他）267名、船長以下船員26名は

船泊村役場吏員や村民に無事救助され、乗

客は11日から汽船日進丸で函館へ輸送。積

荷（荷主は31名で、主なる荷主は平出喜三

郎、園田商会、広谷源治）は約7分方海水

浸潤の損害を受け、船体は使用不能となっ

た。同船は海国保険会社と75.000円の保険

契約を結んでいた。共盛丸7は明治II年

(1908)3月6日、降雪による視界不良の

為、礼文島船泊村字高山の暗礁に乗り上げ

座礁、船底を損傷し沈没。樺太島マウカか
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ら函館に向かう航行中の出来事だった。乗

客は村民の救助で香深村へ上陸。8日同村

から出帆の第五共栄丸に便乗、小樽へ上陸。

船員は矢崎汽船第三共栄丸に救助された。

同船は日本海上保険会社と保険契約を結ん

でいた。天照丸と共盛丸を失い経営の持続

が出来ず､明治11年(1908)12月営業を中止。

明治42年(1909)3月1.1日に解散した｡(81

千島汽船合資会社の解散と同時に、合資

会社当時の有志による発起で､'.'明治12年

(1909)3月1.1日、資本金側50,000円の千島

汽船株式会社を仲漬町29番地に設立した。

目的は近海航路海運業。取締役は田端半七、

鳥海義映、斉藤重蔵で、監査役は駒井弥兵

衛、黒江幸弥太。『函館日日新聞』明治43

年(1910)1月2旧の「第壱回営業報告」

では、専務取締役社長は田端半七、取締役

は鳥海義映、斉藤重蔵で、監査役は駒井弥

兵衛、黒江幸弥太となっている。役員構成

は大正6年(1917)まで同じ。大正7年

(1918)1月の「第九回決算報告」を見る

と駒井弥兵衛は退任。翌大正8年(1919)

の「決算報告」では専務取締役は田端半七、

取締役は鳥海義映、栖原角兵衛で、監査役

は斉藤重蔵、斉藤栄三郎となっている。一

株10円で、株主は千島漁業家及びその関係

者。第1回払込金は12,500円(250株）で

営業を開始。最初は借入船で運航。意外の

利益を収めたので、該利益を第2回払込金

に充当し、明治43年(1910)の利益を第3

回払込金に当てる等して汽船錦龍丸、汽船

国見丸、汽船第五盛運丸、三穂丸を購入し

て千島航路に当て社業の発展に努めている。

営業状況は新聞掲載の「営業報告」から

(表7参照）知ることが出来る。明治42年

(1909)3月から大正7年(1918)までの

10年間を見ると、無配当、無賞与、準‘備積

立金のない時もあるが、業績は順調に推移

した。株主配当は「第一回営業報告」では

250株で、7割5分。「第二回」は350株増

－34－

の600株で3割。「第三回」は200株増の800

株で2割5分。「第四回」は200株増の1,(100

株で1割。資本金50,000円で設立し、3年

で1,000株に達し、「第十回」は3割の配当

で、十年間を通して高配当、好業績であっ

た。

大正2年（1913）から3年(1911)にか

けて海難事故で一時経営上打撃を受けたが、

大正3年(1911)から大正7年(lilis:に

かけて、第一次世界大戦（欧州戦乱）で船

舶界の好調が相次ぎ、大正7年までの積立

金は（表7参照)120,509円（法定積立金

10.858円。準備積立金109.651円）に達し、

会社の営業は順調で、大正12年(1923)資

本金は200,000円になっている。

国見丸11は大正2年(1913)9月8日、

函館から択捉島へ向かう途中、時化の為色

丹島イタコタン沖で難破したが、乗組員は

全員無事であった。短艇に乗り1.1日根室に

上陸。船体は機関部より両断し、船首転覆

した。同船は神戸海上保険会社と30,000円

の保険契約を結んでいた。三穂丸仙は大正

5年(1916)9月23日、時化の為キシカ北

12露里沖合で船体の自由を失い、陸岸に打

ち上げられた。堤漁場のチャーターとして

函館から勘察加ポリセリラキーへ切揚げの

ため航行中で、船員は無事。千島汽船会社

は合資会社・株式会社を通じて海難事故に

4度遭遇しているが、乗客・乗員とも人身

事故にはあっていない。

田端半七は昭和4年(1929)6月4日死

去。後任の社長は暫く不在だったが、昭和

10年(1935)1月6日遠藤義策が社長に就

任した。その後昭和17年(1942)1月田端

季吉が監査役に就任している。会社の存続

は『函館海運史』により、昭和lil年(1911)

まで確認出来たが、何時解散したか今の所

不詳である。
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<表2二函館汽船所有船の各航路

寄港地は『函館新聞』睡館毎日新聞』の「出帆広告」と『函館汽船事業報告』から作成。

千鳥汽船所有船の各航路

明治38年(1905）

乗組員23名

寄港地は『函館新聞』『函館毎日新聞』の「出帆広告」から作成 ※登簿噸＝総噸一機関室・乗組員常用室

－36－

船名

渡島丸

木造船

北海道丸！

鉄 船

北門丸

鉄船

北雄丸

鉄船

都丸

木造船

購入年

明治19年(1886）2月
建造年明治18年(1885〕
乗組員m

明治21年(1888）3
建造年安政皇
乗組員28名

県(,857）

明灘('瀧16年(1883：
乗組員22名

明治28年(1895）
建造年明治15年(1882〕

明治3i;年(1897)
建造年明治29年(1896）

総噸欝

121.3

642.7

694.3

918.1

359.6

登簿噸数

75.22

398.50

430.53

569.22

222.98

公称馬ゴ

14.11

87.7［

77.00

79.50

65.40

函館を起点にしての航路（寄港地〕

道内の日本海側江差、寿都、岩内、積丹、美国、古平

慧鰻欝繍浜益､留萌
太平洋側砂原、森長万部、室蘭、三石、様I

幌泉、広尾
本州の日本海側青森深浦（津軽）、新潟

道内の日本海側江差
太平洋・ｵﾎー ﾂｸ液

岩内、小樽、増毛留萌

側鵜諭溌嬬
本州の蝋鴨議駕鎌寧熱
道内の日本海側江差岩内、古宇噸丹）、美国

4樽、天売、
太平洋側・ｵﾎｰﾂｸ海I

本州のI
太鋼I青森、船

八戸、宮

豊融肱

焼尻、
釧路、

利尻、
厚 岸

ﾈ1文、稚内
根室、網走

紋別、雄武、枝幸、宗谷

船川雛鳥蕊(雛；）
宮古、東京、横浜、半田（愛知〕
大阪、兵庫、坂出（香川〕
島）

道内の日本海側福島、古平、余市、小樽、利尻、礼ブ

ｵﾎーﾂｸ海、
稚内、
網走紋別、幌内、枝幸、宗名
樺太（大泊・富内〕

本州の日本海側青森、野辺地、土崎鯨k田）、船j：
伏木

太平洋側東京
安浦

横浜、四日市
(広島）、三雷譲鳥瀞出

道内の日本海側

オホーツク海側
本州の日本海側

太平洋側

蕊
議
率

、福島、江差寿都、
、利尻、ネ1文、稚内
、紋別、常呂、湧別、
、野辺地、船川・北浦

岩内、小樽

網走
（男鹿）

(山形）、伏木（富山
安浦（広島）

船名

共盛丸

天照丸

錦龍丸

国見丸

零運丸

三穂メ

購入年

治39年(1906

乗組員26ぞ

明治42年(1909〕

明治44年(1911

大正2年9月31-
第一松山丸籍

明治45年(1912

大正4年(1915〕

総噸謝

394

536

660.01

506.0(

411.01

527.0(

登簿噸数 公称馬力 函館を起点にしての航路（寄港地）

道内の日本海側寿都、岩ロ
ｵﾎｰﾂｸ海側択捉島各河

本州のI
太

島
、
、

鱗
藤

側
側

擁
癖

鰯
浜坂

(留別・紗那・紗万謝

(雛:認岸.西瀧
灘)伏木

●

岸）

道内の日本海側増毛
太平洋・オホーツク海瀞議糠際鶴灘泉

蝿)別飛､蕊取、
道内の日本海側土崎鰯k田）

赫一ﾂﾀ海側択捉島各所(蝋灘)紗万部
道内のｵﾎｰﾂｸ海側択捉島各所（留別、紗那、紗万部

別飛、蕊取
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渡島組、函館汽船会社、函館汽船㈱役員構成

設立、社号改称

明治19認88農蕊

明治21年(1888）4月26日
社号改称函館汽船会社

明治26年(1893)11月22E
社号改称函館汽船伽

時掘

明治21年(1888

明治21年(1888

明治23年(1890)1ノ

明治24年(1891）1ノ

明治28年(1895）7月

明治31年(189＄7月

千島汽船合資会社、千島汽船㈱役員構成

設立、解瀞

明治38年(1905）4月15日
設立千島汽船合資会社
解散明治42年3月15日

雛42報駕撫月15農

時測

明治39年(1906）4長

明治42年(1909）3侭

大正7年(1918）1月

大正8年(1919）1月

大正9年(1920)1月

社長（頭Ⅲ）

頭取村山紋太郎

社長田中正右衛儒

社長田中正右術PF

社長広谷源治

代表社員雌上長〕

代表

専務
騨役蕊

専務
騨噛

専務取締役社長
田端半L

専務鰯 半上

m

－37－

役 長

取締役忠谷久蔵、中村庄兵衛

繍
笹野栄舌
広谷順吉
脇坂平吉

取締役忠谷久蔵、広谷順吉
笹野栄吉、田中正右衛門
脇坂平吉、村山紋太郎

支配人山本正視
取締役忠谷久蔵、広谷順吉

瀦紋繍脇坂平吉

溌瀞蕊濁笹野轄
広谷源治

監査役筑前善次郎、能登善吉

取締役笹野栄吉、高橋文之助
田中正右衛門

監査役能登善吉､菅原治郎吉

社員（役員

社員平田初熊、烏海義映

撫蕊､近江亥之畷

蕊麗謡勃蕊ﾐ譲幸譜

豊蕊難幸譲､斉藤重罵

蕊騒蕊讃蕊謹§

灘侭蕊識瞥譲塞

<表3

典拠資料

函館市史』
通説編第 2巻

睡 館汽船会社』
第1回実際報告

『函
議畿熱告

『函館新聞』
明治24年 1月28日

『江差町史』
第6巻通説2

唾
鍵報告

睡雛鍵報告

<表6苫

典拠資米

『函館毎日新聞』
｢商業登記公告」

明治38年4月231

灘当
3月331

職罷鶏告
大正7年1月20

騨鍵論

鰯雲鶴
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山口精次：橋立出身忠谷・田端家の函館に於ける商業活動

函館汽船株主名簿 <表5一株＝50円

極館汽船会社』第二回・第四回実際報告

極館汽船株式会社』第十回・第十一回・第十六回・第二十一回事業報告から作成

－39－

株主氏名

忠谷久蔵
広谷源治
笹野
広谷

栄言
順曽

蕊繍門
西出孫三郎

総蕊
若山忠次郎
酒谷長一郎
飯田重助

識
町野清太郎

騨
総
谷
橋
原
庄

広
高
菅
本総
議
灘
鶏
譲
繍
鍵
蕨蕊

宮本武之段

蕊驚”
懇 鵜
東条義政

蕊伊籍
浅尾武三郎

合計

住河

函館大町
陸奥国下北郡易国澗
函館旅寵町

蕊国熱:‘忍路
函館船見町

灘”
蕊弁天町
函館西浜町
函館仲浜町
函館大町

霧諜誤霧多”
函館西浜町
函館西浜町

溌国鶴胤虻田村

蕊肇渉繍
函 館西浜町

議難
離擦W
函館谷地詞U

諜国舞児計町
離蕊W
函館豊川町
函館大町

難謬
函館
根室
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謹
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山口精次：橋立出身忠谷・田端家の函館に於ける商業活動

(1)『函館市史通説編第2巻』渡島丸は中村庄兵術

の個人所有船

(2)『函館新聞』明治21年12月23日

(3)『小樽新聞』明治30年1月in日

(4)『函館新聞』「商業登記公告」大正2年2月26日

(5)『函館毎日新聞』「商業登記公告」明治38年4月2

日

(6)『北海タイムス』明治40年7月Id日

(7)『小蝉新聞』明治'11年3月II日

(8)『函館毎日新聞』「商業登記公告」明治42年3月2

11

(9)(8)と同じ

(10)『函館Illl新聞』「千島汽船株式会社第壱回営業

報告」明治43年1月21日

Ill『函館毎日新聞』大正2年9月23日

131『函館毎日新聞』大正5年9月25日

忠谷久五郎と田端半七の事業展開に

ついて

四代目忠谷久五郎は牧場経営に乗り出し

合資会社樋口回漕店に出資、役員として入

社。また樺太物産株式会社の監査役に就任

している。明治30年代には二八印醤油醸造

を行ったが、今の所詳細は不明である。田

端半七は合名会社函館塩販売所に出資、役

員として入社している。ここでは牧場経営

の顛末、合資会社樋口回漕店、樺太物産株

式会社、合名会社函館塩販売所について述

べる。

・忠谷久五郎の牧場・畑作経営と合資会社

樋口回漕店

北海道国有未開地処分法（旧法）は明治

30年(1897)3月30日公布された。国有未

開地処分とは、以下の文章「北海道の未開

の原野は、明治初頭にすべて国有地とされ

ました。その後昭和20年代に至るまで、土

地の一筆一筆を私有とするため［国有地の

処分］が北海道の各行政庁（開拓使一三県一

北海道庁一北海道）の手で進められていき

ました｣(')に要約される。国有地処分の法

律は、「北海道土地売貸規則」（明治5年

(1872)9月20日)、「北海道土地払下規則

(明治li)年(1886)6月29日)、「北海道国

有未開地処分法（旧法)」（明治30年(1897)
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3月30日)、「北海道国有未開地処分法（新

法)」（明治41年(1908)4月1.1日）と改正

されながら公布されて来たが、該当するの

は明治30年(1897)公布の法律である。

明治30年(1897)3月30日公布「北海道

国有未開地処分法（旧法)」の目的は「1

海道開拓の機運が高まって来た時代背景の

もとで、資本家の大農場経営を容易にし、

一般独立移民の土地取得の負担をも軽減し

ようとした…｣(2)ものであった。貸付方法

は明治lil年(1886)公布「北海道土地払下

規則」の無償で貸付、成功後に有償で払し

下げた点を「開墾・牧畜・植樹に供する土

地は…無償で貸し付け、成功後は無償で付

与すること」に改めた。貸付面積は「一人

につき、開墾用地は1万5000坪(1万950

㎡）以内、牧畜用地は250万坪以内、植樹

地は200万坪以内、一般の農業移住者に対

しては従来どおり1戸II)町歩(in/:)以下

普通は1戸分5町歩」とした。無償貸付年

限は「II)年以内…植樹または泥炭地の開墾

に限り20年以内を原則」とした。貸付地は

｢出願の際に提出した起業方法書に応じて

随時点検し、予定通り成功しない土地は返

還させた。また成功後無償付与され、私有

が認められた土地は、その翌年から20年間

は地租、地方税が免除」された。

忠谷久五郎は二件の出願をしている。一

つは柿崎長蔵、吉弘左乙と連名で、明治3

年(1899)4月Ill日渡島国桧山郡鵜村字ﾉl

鵜に畑地:;.101坪、開拓完了の土地is万702

坪を出願｡(3)明治32年(1899)10月27日許す

された。期間は明治33年(1900)から明治

10年(1907)までの8年間。もう一つは、明

治34年(1901)3月is日釧路国白糠郡庶路

村字ヤムワッカナイに牧場99万3499坪（放

牧地73万899坪）を出願｡I明治35年(1902;

3月10日許可された。期間は明治36年

(1903)から明治45年(1912)までのHI年間。

2件の出願は失敗に終わっている。字ﾉ」
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鵜は起業方法が予定通りゆかず、明治36年

(1903)7月1日失効、削除された。字ヤ

ムワッカナイは起業方法が予定事業年に着

手されず、明治37年(1904)2月5日許百

を取消（但し当分処分停止）された。

合資会社樋口回漕店は明治44年(1911)

7月8日函館区東潰町6番地に設立した｡(5)

目的は荷客運送で、役員は樋口多喜蔵、樋

口亥十郎、石倉勝次郎、和島貞二、忠谷久

五郎、白鳥勘蔵、宮崎松太郎、谷徳太郎

の8氏。出資額は樋口2人で4.100円（建

物価格)、石倉2.()()()円、和島3.()()()円、忠

谷・宮崎各1.700円、谷1.500円、白鳥1.000

円の合計15,000円である。代表役員は樋口

多喜蔵。樋口回漕店は明治24年5月頃創

立､(6)明治44年(1911)に合資会社樋口恒

漕店に改称された。

漁場経営には収獲物の運搬手段として船

舶の確保が必要で、忠谷家は明治:iii年

(1897)迄は函館汽船、明治11年(1911)

からは合資会社樋口回漕店の船を利用した

と思われるが、明治30年(1897)から明治

44年(1911)まではどこの船舶を使用した

のか今の所不詳。合資会社樋口回漕店は大

正8年(1919)12月20日に解散した｡(7)忠

谷久五郎の樺太島漁場撤退と時を同じくし

ている。

樺太物産株式会社は明治42年（1909）3

月24日船場町21番地に設立した｡(8)目的に

樺太島に於ける漁業及物産の売買委託販売

で、資本総額は30万円（1株50円)。取締

役は笹野栄吉、山本巳之助、米林伊三郎、

桂久蔵、加藤強で、監査役は木田長右

衛門、忠谷久五郎、西村利光。忠谷久五郎

は大正元年(1912)12月lil日に辞任し、村

上祐兵と交替した｡(9’

・田端半七と合名会社函館塩販売所

合名会社函館塩販売所は大正3年(1911

6月23日函館区仲潰町2番地に塩元売捌及

仲立を目的に設立｡⑱役員は平出喜三郎、
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新興三郎、浜崎治助、久保彦助、酒谷小一

郎の5氏。出資額は各2.000円の合計10.00

円。代表役員は久保彦助で、支配人は久保

権四郎。合名会社函館塩販売所の前身は明

治II年(1908)1月仲潰町27番地に設立の

株式会社函館塩販売所で、資本金は150.00

円｡(Ill取締役社長は平出喜三郎で、専務取

締役は積根岸太郎、取締役は久保彦助、涜

崎治助、監査役は新興三郎、酒谷長作であ

る。この会社は大正3年(1914)12月2旧

に解散し、合名会社函館塩販売所に引継力

れた｡⑫漬根岸太郎と酒谷長作が退き、新

たに酒谷小三郎が参加している。

田端半七は大正II年(1922)3月8日坂

本作平、三輪竹次郎、奥寺仁三郎、大久保

利助らと共に合名会社函館塩販売所に入

社｡伽出資額は坂本、田端が各20.000円。

三輪、奥寺、大久保が各10.000円。漬崎治

助が大正Ill年(1921)1月20日退社し、田

端半七が入社した時点で役員は9名。

昭和2年(1927)11月7日三輪竹次郎､I

同年12月13日平出喜三郎!'が出資持分を各

氏に譲渡して退社したので、田端半七の出

資額は昭和4年(1929)6月現在総出資額

225.000円の内37.500円になっている。

田端半七の入社は漁獲物塩蔵用の塩の確

保にあったと思われる。出資額は田端半七

の死去後、孫の田端一郎が継承し、役員と

して入社している。合名会社函館塩販売所

は昭和13年（1938）3月30日解散｡Illi渡島

胆振、日高の函館地方専売局管内元売捌所

を統合して、昭和13年（1938）3月5日設

立した新会社函館地方塩元売捌株式会社に

引継がれた｡0，

1『北海道立文書館利用講座』（第2回2007.3.15

テキスト

(2)『北海道大百科事典』（昭和56年8月20日発行｜

海道新聞社）

(3)『北海道国有未開地処分法貸付台帳』（北海道立文

書館蔵）

(4)(3)と同じ
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(5)『函館征li新聞』「商業登記公告」明治11年7月1

日

(6)『北海』「出航広告」明治24年6月3日

(7)『函館新聞』「商業登記公告」大正9年1月5II

(8)『函館毎日新聞』「商業登記公告」明治42年4月1

日

(9)『函館毎日新聞』「商業登記公告」大正2年1月一

日

1(1『函館新聞』「商業登記公告」大正3年7月lH

11『北海道銀行会社大商店辞諜』（大正5年6月201

発行同編纂事務所）

⑫『函館新聞』「商業登記公告」大正3年12月25日

03『函館新聞』「商業登記公告」大正11年3月26日

側『函館新聞』「商業登記公告」昭和2年11月26日

0副『函館毎日新聞』「商業登記公告」昭和2年12月3

日

Hi『函館新聞』「商業登記公告」昭和13年6月27日

(17)(l(i)と同じ

忠谷久五郎と田端半七死去後の事業

展開

・忠谷家

忠谷久五郎は大正Ill年(1921)11月10日

国元橋立村で死去した｡;家業は養子で娘

婿の忠谷平安が継承した。忠谷家の資産総

額(2)は大正7年時点で55万円。継承した十

勝大津・奥尻島・根室の漁業権は不詳だが

樺太島の漁業権は大正8年(1919)頃金津

久太郎外1名と忠谷寅吉に変更になってし

る。

しかし忠谷平安は昭和3年(1928)頃力

ら樺太島の漁業権を獲得、東海岸で漁業経

営を始めた（表1参照)。この経営は昭和

20年(1945)7月頃まで続けられていたと

思われる。続けていれば昭和20年(1915)

8月II日の敗戦で樺太の漁業権、資産は没

収されたはずである。

忠谷平安は酒谷小三郎が昭和8年(1933

9月17日末広町11番地(9月lil日高砂町4

番地へ移転）に設立した北海モリス勧業株

式会社の取締役に就任｡(3)更にこの受皿会

社として昭和8年(1933)10月2日高砂|町

44番地に設立された合資会社モリス証券社

にも、役員として入社している｡(4)北海モ
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リス勧業株式会社の目的は金銭貸付業と各

種保険の代理業。資本総額は1万円（1株

50円、200株。10月3日5万円に増資）で‐

会社代表は松田藤作(10月3日西原長太郎

に変更)、取締役は酒谷小三郎、西原長太

郎、忠谷平安の3氏。合資会社モリス証券

社の目的は北海モリス勧業株式会社に於↓

て発行する、株式の引受所有売買取次並扱

と株式を担保としての金銭貸付業で、資本

総額は2万5,000円。うち酒谷小三郎力

5,000円、他の5人は各1,000円を出資して

いる。代表役員は松田藤作で、役員は酒谷

小三郎、西原長太郎、山内文吉、忠谷平安

安井理平の5氏。戦後忠谷平安は石油販売

の河遥石油店（昭和24年(1949)設立）函

館営業所代表(5)を務めているが、晩年は福

井県武生市に移住している。

・田端家

田端半七は昭和4年(1929)6月4日国

元小塩で死去した｡II家業は子供達が継承

した。継承の内容が分かる資料は、田端漁

業合資会社が昭和12年(1937)8月20日、

小塩から函館市西涜町13番地に移転した

｢商業登記公告」の中にある（表2参照)。

田端漁業合資会社は大正11年(1926)4月

25日樺太島で漁業を行う為に、石川県江沼

郡橋立村字小塩．123番地に設立した。「商

業登記公告」には氏名、責任、住所、出資

の種類・金額が記載されているが、田端漁

業合資会社や個人の漁業権、個人の会社経

営、会社役員等は別の資料で補完し、資産

を誰がどのように継承したか（表3～5参

照）を纏めた。

田端半七死去後の田端家は長男悌吉の息

子である一郎が総領となり、土地・建物を

含む田端商店と択捉島定置漁業権、合資会

社函館塩販売所の出資額を継承、役員とし

て入社している。娘達と七郎を除く家族は

それぞれ出資して田端漁業合資会社を運営

樺太島で漁業経営の傍ら、矢本信三、田端
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山口精次：橋立出身忠谷・田端家の函館に於ける商業活動

季吉、田端一郎は個人で樺太島、択捉島で

漁業経営を続けた。田端漁業合資会社は昭

和16年(1941)6月1.1日に解散("したが、

矢本信三、田端季吉、田端一郎は昭和20年

(1945)7月頃まで漁業経営を続けていた

と思われる。続けていれば昭和20年ililIT

8月1.1日の敗戦で樺太島、択捉島の漁業権一

資産は没収されたはずである。

(1)『函館新聞』「死亡広告」大正Ill年II月11日

(2)『人事興信録』（大正7年9月15日発行人事興信

所）

(3ir函館新聞』「商業登記公告」昭和8年10月2日

(4)『函館新聞』「商業登記公告」昭和8年Ill月20日

(5)『函館商工名録』(1951年版）

(6)『函館新聞』「死亡広告」昭和4年6月6a

(7)『函館新聞』「商業登記公告」昭和16年7月Illl

おわりに

北前船経営に従事していた橋立出身の忠

谷久蔵と田端半七は函館に拠点を移し、漁

業経営と共同出資による汽船会社を設立し

て海運業を始めた。明治政府にとって、民

間人の国の振興政策への参入は北海道開拓

にとって不可欠なことであった。二人にとっ

て、参入と成功は北前船経営からの転換を

図る契機となったが、その北海道開拓への

貢献度は大きい。

執筆にあたっては、当初『酒谷家資料』

(資料番号500073市立函館博物館蔵）の

書翰使用を考えた。本稿の内容を裏付け、

補完するためである。整理・解読中のため

全資料の内容が把握出来ず断念したが、

つだけ紹介したい。

『酒谷家資料』の中に、大正元年(1912

12月11日加賀国橋立◇増谷平吉から函館区

西潰町①酒谷商店方酒谷長作に宛てた書翰

がある。内容は「平安殿を忠谷家より養子

貰度趣●祐二氏以三再御申被下候二付…本

日意が事二致候間是又左様御承引被成下度

奉願上候」と息子平安を忠谷家へ養子とし

て出す事を決定した酒谷長作への報告であ

－45－

る。書翰には、酒谷長作の姉にあたるヌ三

が七代目酒谷長兵衛の養女となり増谷平吉

に嫁ぎ、平安はその五男という背景がある

平安は当時満17才。のち四代目忠谷久五郎

の長女エツと結婚。四代目が亡くなると家

督を相続した。四代目は大正4年現在西出

孫左衛門ほか3人と橋立村村会議員を務め

ている。この書翰から、養子の仲立が一族

の増谷祐二で、平安の養子に出た時期が分

かる。この平安の婿養子入りで、忠谷家に

手酒谷家と芋酒谷家の親戚筋になった。ま

た本稿に出てくる四代目忠谷久五郎、田端

半七、五代目酒谷小三郎、増谷平吉、増谷

祐二、酒谷長作、忠谷平安、西原長太郎カ

ー堂に会した資料がある。

大正4年(1915)2月千八代目酒谷長平

の長女悦が、婿養子に入った三輪竹次郎の

長男新吉と結婚した祝宴の席である（酒谷

長平家婚礼記録分類番号9－2－350～35

加賀市蔵)。

戦後忠谷平安は、昭和33年(1958)1月

1日加賀市が発足し、「文化財専門委員会

が組織された際同年4月1日付で委嘱委員

に選出されている。

資料不足でまだ解明できない所もあるが

北前船経営に従事していた橋立村出身の忠

谷家と田端家が、函館で行った商業活動の

一端は明らかに出来たと思っている。

執筆にあたっては、加賀市教育委員会の

ご好意で酒谷長平家資料を閲覧させていた

だいた。市立函館博物館学芸員の保科智治

氏には、発表の機会とご助言をいただき、

感謝申し上げたい。

参考文献

『加賀市史』・『函館市史』・『函館市誌』

『豊頃町史』・『奥尻町史』・『江差町史』

『新北海道史』・『新撰北海道史』

『根室市史‘

『松前町史』

(市立函館博物館古文書調査講座参加者；
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山口精次：橋立出身忠谷・田端家の函館に於ける商業活動

ｵ華太ズK雇這E画,f'仁

｢薩唱啄島田稼漁業組合｜明治16年寄港領事館認可。初代総代西村利光（明治16年～明治22年）

癖|……藤…に当表‘鵬緯鵜雛繍…
|薩姶聴島漁業組合’明治30年寄港領事館認可。初代総代内山吉太、西村利光（明治33年死去）

”｜“満鯛…函繍“騰繍燃燃職蝋欝員に患…
｢薩暗厩島永産組合1明治35年農商務省認可。組長内山吉太。副組長村上裕兵。評議員に忠谷久五郎

外国領海水産組合法施行による改称
日露戦争迄存続、自然解散

|樺太漁業旧友会’明治38年8月設立。常置山本巳之助｜樺太西海岸同志会’明治39年設立

”|"領……備衰…鵜こ鴬繍”｜蕊に鱗
|樺太水産本組合’明治39年11月改称 ｜|樺太西海岸建網漁業組合｜明治40年改称

明治39年設立
宮嶋鎗八
山田竹次郎

に忠谷久五郎
明治40年改称
た為改称。後解散免許漁業になった為改称。後

組長宮嶋鎗八
副組長山田竹次郎
評議員に忠谷久五郎明治40年改称

明治41年12月20日自然解散

明治42年認可

||樺太亜庭湾建網漁業水産組合｜
函館富岡町51

明治42年認可明治42年1月8日認可

綴 …
｢…岸建網漁業水産組合’
函館富岡町＄

連絡統一｜
｜樺太建網漁業水産組合連合会｜明治42年5月24日創立総会。組長笹野
函館富岡町51大正13年解散副組長村上

組長笹野栄吉
副組長米林伊三郎
評議員に忠谷久五郎

吉
兵

栄
裕

評議員に忠谷久五郎

|樺太定置漁業水産組合’大正14年3月27日設立
函館真砂町1皇

明治44年8月13日創立総会。組長柳川振
副組長桂久蔵
評議員に忠谷久五郎

|樺太塩錬製造水産組合I

『樺太水産団体大槌剛（昭和10年8月1日発行樺太水産社）
『樺太と漁業』（昭和6年7月5日発行樺太定置漁業水産組合）から作成

主尺主足島亥K^E詞,f本

|択捉島水産組合

変更｜
|択捉島水産会｜大正12年11月5日認可。昭和12年頃会長八木津繁次

大正1.0年水産会法制定により変更副会長田中民蔵、星津徳松
水産業の改良発達を図る為変更評議員に駒井弥兵衛

｢車冠湾漁業組合’ |内保村東浦漁業組合’I択捉島西海岸漁業組合I

合同｜｜
|択捉漁業協同組合｜昭和11年3月合同昭和12年

漁業権、入漁権の取得の為合同
理事八木漂繁次外七名
監事二名

昭和12年頃

『択捉島漁業誌』（昭和12年12月11日発行択捉島水産会函館出張所）から作成

－47－
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＜資料紹介＞

小島倉太郎関連資料

はじめに

小島倉太郎は、明治初期の函館において

主にロシア語通詞として開拓使・函館県・

北海道函館区に勤めた人物である。明治2

(1895)年7月22日に35歳の若さで天逝し

た後、遺品である書簡や写真などは嫡子4

島一明氏に受け継がれたが、同氏が昭和4

(1966)年に亡くなられたことを受け、昭

和13(1968)年8月9日に嫡孫小島一夫氏

より市立函館博物館にそれらの一部が寄託

された。以後定期的に寄託期間の更新を行

いながら、遺品は「小島倉太郎関連資料」

として市立函館博物館に収蔵されていた

が､('）平成21(2009)年2月6日に曾孫/」

島敏夫氏より正式に博物館資料として寄贈

される運びとなったものである。

本稿では、市立函館博物館に寄贈された

小島倉太郎関連資料をとおして、激動の明

治を生きた小島倉太郎を紹介するとともに

市立函館博物館旧蔵資料にみられる小島倉

太郎ゆかりの資料と合わせて、当該資料の

学術的な価値について検証したい。

(1)小島倉太郎の遺品については、市立函館博物館α

他に北海道立文謝館や北海道立図書館、北海道大些

附属図,鼎館にも寄託されている。

霞

小島倉太郎（明治17(1884)年）

－51－

大矢京右

小島倉太郎関連資料

・生い立ち～写真資料～

小島倉太郎は、幕吏小島安之助・りよ夫

妻の長男として万延元(1860)年11月22日
くしゅんこたん

に出生した。父親が樺太久春古丹詰めとなっ

た関係で幼少時を日露雑居地であった樺太

で過ごした倉太郎は、維新後の開拓使のロ

シア語通詞育成方針に伴い、明治4(1871

年に弱冠II歳で現地のロシア人商人に預け

られることとなった。明治6（1873）年以

降は開拓使仮学校、函館魯学校、東京外国

語学校で官費生としてロシア語を修め、明

治14(1881)年2月li)日に東京外国語学校

を卒業した後、同年3月17日付で開拓使よ

り「御用係申付候事」の辞令を受けている。

「明治初年の写真アルバム」には、明治

7(1874)年以降（確認可能分）の写真11

枚が3冊のアルバムに分けて収められてお

り、4枚の「アルバム外写真」と合わせて

倉太郎の学友や家族、開拓使奉職以降の仕

事仲間との交流についてうかがい知ること

ができる。

麺

倉太郎と東京外国語学校の学友（明治11(1878)年子

･奉職～辞令・文書類と博物場受領証～

20歳で開拓使の役人となった倉太郎であ
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るが、翌明治15(1882)年には開拓使が廃

止となり、同年2月15日付で函館県より

｢開拓使残務取扱申付候事」「御用係申付候

事」の辞令を受ける。
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小島倉太郎寄贈の鎌と函館博物場の受領証

また、明治19（1886）年に三県制が廃止

され、函館は北海道庁の管轄となり、倉太

郎も同年2月26日付で北海道庁より「函館

支庁在勤申付」の辞令を受けるのだが、同

年II)月1.1日～26日に函館区海岸町で開催さ

れた北海道物産共進会に鈴木七郎とクリル

アイヌ（ヤコフーストロゾフ・ケプリアン

ストロゾフ）が出品物を携えて来函した。

クリルアイヌ製作の出品物は共進会終了後

函館博物場に収められることになるのだが

褒賞式が執り行われた24日に倉太郎を交え

て田本写真館で記念撮影が行われている。

これらの資料や写真も、倉太郎とクリルア

イヌを繋げる貴重な資料である。

函館県より交付された辞令

折しも明治8(1875)年の千島樺太交換

条約締結に伴うクリルアイヌ(2)の処遇が紛

糾しており、ロシア語通詞としての能力を

買われた倉太郎は、明治17(1884)年6月

10日付で「御用有之根室県出張申付候事」

の辞令を受け、クリルアイヌを北千島シニ

ムシュ島から南千島シコタン島へ強制的に

移住させる事業に通詞として立ち会うこと

となる。同月26日に函館丸で根室を出港し

た後、シュムシュ島でのわずかな滞在の間

にクリルアイヌを説得し、最低限度の家財

道具とともに離島した。同年7月12日にs

コタン島に到着した倉太郎は、根室県の勧

業課出張所員鈴木七郎が到着した8月IS日

までシコタン島に残り、クリルアイヌの生

活安定に尽力するのであるが、その功績に

大きく評･価されたようで、根室帰着後の同

月22日付で根室県より慰労金25円を拝領し

ている。

倉太郎の帰函については8月28日付の函

館新聞で報じられているが、出張中にクリノ

アイヌから得た民族誌的な情報は、公的な
しゆむしゅとう

記録「占守島｣や私的な日記｢nyTemecTBii

naKypiiJibCKiieocrpoBa(千島旅行)」とし

て残され、強制移住の際に手に入れたクH

ルアイヌの民具（雪眼鏡と鎌）については

9月30日に函館博物場に寄贈した。

煩If園

来函したクリルアイヌ、鈴木七郎と小島倉太郎

・交友～名刺と招待状～

倉太郎が明治28(1895)年に死去するま

でにもらい受けた名刺の中には、イギリス・

中国・ロシアの領事館員など様々な国の要

人が名を連ね、明治22(1889)年に中国商

人組合理事から送られた茶会の招待状から

も、倉太郎がロシアに限らず幅広い国の人々

と交流を持つ国際人であったことがわかる。

－52－
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また、名刺の中には戸嘩鼎という人物のも

のがあり、書き込みから明治26(1893)年

5月6日に貰い受けた名刺であることがわ

かるが、写真アルバムにも明治8(1875)

年から明治23(1890)年までの間に撮影さ

れた同氏に関連する写真4枚が収められて

いる。
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日本赤十字社への入社を認める証書

おわりに

以上、小島倉太郎関連資料をとおして4

島倉太郎の生涯を概観したが、函館を始め

日本各地の写真館で撮影されている写真資

料や開拓使・函館県・北海道庁を通じて交

付された辞令・文書類などは、明治初年の

写真史や北海道の行政史を語る上でまたと

ない好素材であると評,価できる。特にクし

ルアイヌ関連の資料や函館博物場受領証は

既に民族文化の継承者が確認されていなレ

クリルアイヌの民族文化を現在に伝えると

ともに、資料の決して多くない北海道の博

物館史研究における貴重な資料であると評

価できるのである。

今後他館に寄託されている小島倉太郎関

連資料と総合的に研究を進めることで、各

研究分野におけるさらなる進展が期待され

る。

盆
1．臭

学友戸津鼎の名刺と写真

これまで倉太郎の交友関係については、

北海道立文書館に寄託された往復書簡類な

どからも直接的に確認されていたが､(3)本

館所蔵の名刺や写真からも、何度か学籍を

変えながらも学友との友情を長く保ってし

た倉太郎の人間像を、間接的にではある力

うかがい知ることができる。ちなみに倉太

郎の人間像について付け加えるならば、文

書類に含まれる明治14(1881)年12月28日

付の開拓使文書「函館公立学校新築費之内

金壱円差出候段奇特二候事」や2通の寄附

感謝状、そして赤十字社入社関連文書など

から、博愛精神に富んだ倉太郎の姿も想起

されるのである。

(市立雨館博物館学芸員）

参考文献

小島一夫1991『小島倉太郎を偲んで』私刊

ザヨンツーマウゴジヤータ2009『千島アイヌの軌跡』

アイヌ文化良書刊行会

大矢京右20(19「市立函館博物館所蔵千鳥関連資料皇

『千島列島に生きるアイヌと日露・交流の歴史』”

21-23北海道立北方民族博物館

(2)北海道東部からカムチャツカ半島南端に伸びる二

島列島の北部に居住していた、アイヌの一群族。‐

崎アイヌとも呼ばれる。当時、言語や風習等におし

て、ロシア文化の強い影響を受けていた。

(3)その内容については、秋月俊幸「小島倉太郎少娠

の魯語学遮歴」（『小島倉太郎を偲んで』所収）に詳

しい。
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受入番号 資料名

1120-1! 明治初年の写真アノ：
バム

1420-50 アルバム外写真

1120-51 小島倉太郎辞令・プ

書蝋

H20-52 明治17(1884)年函圃
博物場の受領高

市立函館博物館研究紀要第20号

小島倉太郎関連資料一覧 (大きさの単位はcm)

内 訳 数量

(1)アルバム

(2)アルバムI

(3)アルバムI

(1)明治11(1878)*|
千島アイヌ

(2)明治19(188(5)̂t
千島アイヌ

(3)明治22(188'))̂
区役所役人

(4)明治22(1889)年

夏井潔一家

(1)開拓使関連

(2)函館県関連

(3)根室県関連

(4)北海道庁関連 25

(5)内閣関連

(6)その他文書類

(1)第百五十七号

眼嬢

－54－

摘 要

朱色皮革装丁。大きさ11.0×20.0×5.0で
30ページあり.10.5×6.3の写真を45枚収納。

青色布張り装丁。大きさ15.5×12.0×5.8
で24ページあり.10.5×6.3の写真を21枚
収納。

金属製のレリーフ付で茶色皮革装丁。大き
さ29.5×22.5×5.8で32ページあり,1(i.5

X10.7の写真を11枚,10.5×6.3の写真を
59枚.13.8×10.3の写真を1枚,10.8×16.3
の写真を1枚収納。

大きさ24.0×31.5．表面上部「千島国占守
郡第一島モヨロッパ住アレキサンドル外
七名ノ像｣，裏面中央部に「Kaitakushi
AgentsandNativesofKurile」の記入有
り。1875年の千島樺太交換条約に基づく
1878年の開拓使による千島巡航時に撮影さ
れた写真。187H年8月13日函館の写真師井
田倖吉撮影‘

大きさ21.8×30.4.1886年に函館で開催さ

れた北海道物産共進会に農作物・工芸品を
出品するために来函したクリルアイヌ（ヤ
コフーストロゾフ・ケプリアンニストロゾフド
と小島倉太郎（函館県）・鈴木七郎（根室
県)。原版がアルバム3にあり。1886年胆
月24日田本研造撮影

大きさ10.5×16.4．小島倉太郎を含む函熊
区の役人12人の集合写真。裏面に「明治二
十二年十一月三日天長節拝函館田本写
真館」の記入有り：

大きさ10.5×7.3．裏面に「函館栗田写隻
館夏井潔〃夫人〃透」の記入有り：

1S72年11月2日～1881年12月2811に開拓側
から交付された辞令および文書類‘

開拓使廃止後の1882年2月13日～1881年6
月Ill日に函館県から交付された辞令および
文書類。

根室県出張中の1884年8月22日に根室県力、
ら交付された辞令および文書類

北海道庁統合後の1886年2月2(i日～1895年
8月1(1日に北海道庁から交付された辞令お
よび文書類。函館区辞令3点含む

小島倉太郎死後.1895年1(1月9日付で妻キ
夕に対して遺族扶助交付

｢函館共同射的会の丙種2等賞状(INNS年)』
｢愛知県の明治24年濃尾地震に対する寄附

感謝状(1893年)」｢岐阜県の明治24年淡尾地
震に対する寄附感謝状(1891年)」｢赤十字社
入社関連文書2通(1891年)」｢函館区課税通
知(1895年）

小島倉太郎が1884年シユムシユ島巡航時に
クリルアイヌから入手した雪眼鏡を，函能
博物場に寄贈した際の1881年9月30日付受
領証‘



受入番号

H20-53

H20-51

資料番電

民族117,̂

民族125:

民族108;'

民族108f

民族1091

民族121!

民族121!

大矢京右：〈資料紹介〉小島倉太郎関連資料

資料名

明治初年在留外国臭

の名刺貼卜

明治22(1889)年在厩
館中国商人組合理琴
からの案内状

内計

(2)第百五十八長

針

数画 摘 要

小島倉太郎が1884年シュムシュ島巡航時に
クリルアイヌから入手した鎌を，函館博物
場に寄贈した際の1884年9月311日付受領証。

函館県の「小学褒賞状」II枚に，英人・必
人・中国人・日本人などの名刺50枚が分害I
貼付してある。中にはバチェラーやユース
デン，ブラキストン商会の名刺なども含差
れている。

在函館中国商人組合理事の刀永祥と張尊三
からの1889年2月25日付招待状。清朝皇塞
婚礼祝賀会を養和軒にて開催するもの。
｢宛名｣｢封筒｣｢通知文｣｢招待状」からなる＝

合計6件66点

小島倉太郎関連旧蔵資料

資料・名 収蔵

鋤 1881年9I

雪眼慨 1881年9)

スプーニ 1886年lOf

スプーニ 1881)年10j

しゃもじ 1886年lOf

バラライ当 1886年10F

バラライ身 1886年10ノ

明治初年の写真アルバム3

（受入番号H20-49-3)

摘 要

千島巡航時シュムシュ島にて収集。小島倉太郎寄贈。

千島巡航時シュムシュ島にて収集。小島倉太郎寄贈｡

北海道物産共進会(函館)出品物。ケプリアンーストロゾフ製作。

北海道物産共進会(函館)出品物。ケプリアンーストロゾフ製作

北海道物産共進会(函館)出品物。ケプリアンーストロゾフ製作、

北海道物産共進会(函館)出品物。ケプリアンーストロゾフ製作。

北海道物産共進会(函館)出品物。パービルーストロゾフ製作

明治28年の函館尋常中学校生徒写真
（最上段左から3人目が長男一明）

（受入番号H20-49-3-38)

明治22(1889)年11月3日の函館区役所役人

（受入番号H20-50-3)
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函館県小学褒賞状に貼り付けられた名菓』

（受入番号H20-53-1)

愛知県からの寄附感謝鞍
(受入番号H20-51-6-2
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明治22(1889)年在函館中国商人組合理事
からの案内状

（受入番号H20-54)

ケプリアン製作の三弦琴バラライキ
（資料番号民族1218）
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つ
庵
伽
ら
晦
申
な
６
．

赤
壁
次
郎
小
島
倉
太
郎
両
氏
等
土
人
酋
長
外
数
名
と
引
遮
を
彼
等
永
住

及
侭
参
る
妙
鵬
を
彫
ま
て
ん
斌
琴
め
厭
離
と
蝉
ん
跳
噸
し
壁
っ
縮
撫
酔
鰯

４
＄
Ｌ
、
ろ
笹
１
し
ゃ
こ
晒
凡
こ
り
凸
へ
５
の
も
し
？
＆
だ
ん
亀
１
１
つ
と
べ
礼

等
と
試
ひ
同
十
九
日
斜
古
丹
港
ふ
蹄
ら
其
の
後
斜
古
丹
港
、
鏡
も
便
荻

ざ
し
息
み
と
つ
る
蝿
ら
寺
ｌ
Ｌ
＆
巻
§
Ｌ
＆
ｓ
だ
□
と
む
ど
Ｅ
八
＄

ろ
場
所
と
鴎
め
た
る
に
付
き
砿
等
の
住
所
と
同
豚
と
定
む
時
に
土
人
等

で
。
ぱ
上
１
〆
炉
◆
１
凸
、
そ
ぜ
Ｌ

寸
め
い
２
つ
申
ｋ
６
み
る

過
半
風
土
病
み
綴
り
巳
に
死
す
る
も
の
も
幽
名
め
＃
た
り
依
て
彼
等
皆

企
喰
▲
へ
い
砂
ら
６
１

Ｅ
＆
凸
へ

Ｌ
Ｏ
篭
も
今
わ
ん

大
い
み
不
李
ｆ
喝
し
元
心
ジ
ム
シ
ュ
島
へ
蹄
さ
秘
ん
と
を
頻
り
み
歎
醐

Ｌ
４
と
ん
〃
ｑ
１
４
ｈ
５
Ｌ
Ｂ
ｆ
と
３
回
心
い
Ｒ
Ｅ
定
つ
ミ
ヴ

せ
り
併
し
懇
ｌ
彼
等
と
醜
諭
し
葵
の
念
と
一
時
中
絶
せ
し
ひ
夫
れ
よ
り

Ｆ
１
と
く
り
部
Ｌ
、
定
乃
だ
号
ふ
っ
て
も
《
争
路
わ
ら
と
ｅ
ｔ
６
３
く
Ｌ
ｂ
矛
３
房

同
港
東
北
に
常
０
地
味
盟
暁
な
る
李
地
を
通
み
土
人
家
確
敷
地
と
定
め

も
Ｌ
Ａ
ｌ
ｉ
Ｇ
わ
４
．
で
る
す
ぐ
み
ぢ
一
王
・
垂
患
足
り
℃
〃
０
竃
↓
へ
ぶ
ち
駒
５
８
１
３
く

地
所
配
測
錘
し
晩
綴
の
道
路
と
波
く
叉
共
の
近
併
の
平
地
を
趣
み
耕
惟

名
唾
、
Ｄ
Ｐ
１
４
３
１
と
１
ぷ

い
堂
ｈ
財
悉
げ
ん

地
と
な
し
漸
次
家
作
の
用
意
と
春
き
し
む
八
月
十
八
日
に
至
り
桜
室
綴

り
寸
・
９
し
あ
二
●
、
ベ
Ｌ
虎
藍
Ｑ
－
や
ｆ
Ｌ
。
●
。
ｂ
電
全
代
り
ぃ
Ｆ
し
り
と
Ｇ
ｐ
ｔ
▽
Ｃ
Ｄ
も
の
ａ
ｐ
色

吏
鈴
木
七
郎
氏
赤
催
小
島
両
氏
の
交
代
と
し
て
瀕
船
総
腿
九
に
乗
込
み

ｐ
、
季
込
今
く
ｆ
ｌ
９
ｄ
Ｌ
・
０
．
・
苑
ｆ
輔
Ｅ
・
毛
、
。
や
＆
ｔ
Ｅ
８
旬
い
り
Ｌ
＆
＆

来
駕
丁
へ
鈴
木
氏
乏
元
鎚
田
七
郎
と
稗
し
樺
太
島
小
在
勤
せ
し
聯
わ
り

ろ
層
も
と
ご
ｅ
ん
会
低
宇
、
と
ｋ
ウ
匡
伽
唾
冒
４
ｑ
ち
つ
＆
ひ

て
露
篭
汝
素
よ
り
土
人
語
と
４
解
す
る
人
参
り
）
依
で
従
前
の
取
扱

ど
Ｕ
０
－
Ｆ
刃
華
。
４
４
＆
ｅ
Ｅ
６
今
色
■
Ｌ
ら
色
１
亡
＄
と
ｆ
つ
り
＆
も

事
務
を
引
継
ぎ
赤
藍
小
島
両
氏
尋
同
船
に
て
翌
日
蹄
根
ぜ
り
（
未
完
）

小島倉太郎関連新聞記事
倉太郎の根室出張（明治17年6月11日付
倉太郎の帰函（明治17年8月28日付）
シコタン島での倉太郎

（明治19年11月20日付

右
中
左
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二
日
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牡
日

準
シ
ラ
理
亨
通
悪
典
催
薩
蓉
呼
擢
事

姻
捻
二
十
切
手
干
月
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艇
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悔
い
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鍍
客
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恥
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